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第２回 上福岡市・大井町法定合併協議会 

 

平成１６年１２月１日（水曜日） 

午後２時開会 

                 上福岡市フクトピア 多目的ホール 

 

事 務 局   間もなく会議の方 も始めたいと思いますが、ここ で一 つお 

願いがございます。各委員さんの前にありますマイクでござ

いますが、こちらの方は前回とまた変わりまして、大変恐縮

でございます。マイクはスイッ チが入っております。ただ 、

ご発言いただく際に、多少指向 的なものもございますので 、

発 言 さ れ る 際 に は マ イ ク の 方 を お 向 け い た だ き た い と 思 い

ますので、よろしくお 願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、時間となりました。皆様、大変お待たせいたし

ました。本日は大変お忙しい中 をお集まりいただきま して、

まことにありがとうございます。 

        定刻となりま したので、ただいまから上福岡市・大井 町法

定合併協議会の第２回会議 を開催いたします。 

        ここで欠席委 員のご報告を申し上げます。４号委員の 小林

弘和様から本日欠席のご連 絡がありましたので、ご 報 告 申 し

上げます。 

        また、本日は 、一般の傍聴の方、報道関係者、そして行政

関係者が入場しておりますので、ご了承いただきたいと思い

ます。 

        それでは、開会に当たりまして、本合併協議会の会長であ

り ま す 武 藤 上 福 岡 市 長 か ら ご あ い さ つ を お 願 い 申 し 上 げ ま

す。よろしくお願いします。 

 

会   長    それでは、皆さん 、こんにちは。武藤でございます。 

        さて、早いもので、きょうから師走ということになるかと

思います。委員の皆さんには、１年のうちで最も忙しい時 期

にご参加をいただきまして、本 当にありがとうござい ます。

本協議会のご出席、心からお礼 を申し上げたいと思い ます。

ある面で、本協議会がこうした熱意ある皆さん方のご参加の

もとに進められますことは、何よりも心強いというふうに思

っておりまして、この１市１町の合併協議に対する期待を 強

く受けとめているとこ ろであります。 

        本日の協議案件は16件ほどございますが、積極的な協議 と

と も に 、 会 議 の 円 滑 な 運 営 に ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま し

て、簡単ではございますが、開 会のあいさつとさせていた だ
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きます。本日は大変ご苦労 さまでございます。 

 

事 務 局   ありがとうございました。 

        ここで、議事に入ります前に、まず資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。本日の 資料につきましては、表紙 に

第２回会議資料と記しておりますが、こちらが本日の資料で

ございますので、よろしく お願いいたします。 

        なお、法定合併協議会だより創刊号、それから新市名 の公

募 の 関 係 の チ ラ シ を 委 員 さ ん の 方 に は 配 付 さ せ て い た だ い

ておりますので、よろしく お願い申し上げます。 

        それでは、た だいまから議事に入らせていただきます が、

会 議 の 議 長 に つ き ま し て は 、 協 議 会 の 規 約 第 10条 第 ２ 項 の

規定に基づきまして、会長が当たることになっておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

        それでは、よろしくお願いします。 

 

会長（議長）  それでは、議事に入ります前に、会議の運営についてお願

いがございます。 

        委 員 の 皆 さ ん に は 大 変 お 忙 し い 中 ご 出 席 を い た だ い て お

りますので、会議については建設的な意見等をいただきなが

ら、効率的に進行してまいりた いと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

        また、質問につきましては、お一人３回、そして一応予定

と い た し ま し て は 、 ４ 時 30分 ぐ ら い ま で の 終 了 を 予 定 し て

おりますので、ぜひ皆様のご協 力をお願い申し上げます。 

        それでは、早速でございますが、会議を進めたいと思いま

す。 

        まず、ただいまの出席委員は25名でございます。会議の 定

則 数 に 達 し て お り ま す の で 、 規 約 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 本 日 の 会 議 が 成 立 し ま す こ と を ご 報 告 さ せ て い た だ き ま

す。 

        なお、本日の議事につきましては、あらかじめ配付し てお

り ま す 第 ２ 回 会 議 資 料 の 会 議 次 第 に 従 い ま し て 進 め さ せ て

いただきますので、よろし くお願いいたします。 

        会 議 資 料 の １ ペ ー ジ に あ り ま す 会 議 次 第 を ご ら ん く だ さ

い。本日の協議事項は、任意協 議会で協議した結果を踏ま え

まして、法定協議会としての方針を 確定するために提案し た

ものであります。 

        それでは、最初に、協議事項①の協定項目10、新市建設計

画、第１章～第３章につい て協議をします。 

        事務局の説明をお願いいたします。 
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事 務 局   皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。そ れで

は 、 協 定 項 目 10番 、 新 市 建 設 計 画 の 第 １ 章 ～ 第 ３ 章 に つ い

て説明をさせていただきます。 

        当初は、第３回会議で提案の方、させていただく予定 でし

たけれども、第１章から第３章までの基礎データの部分につ

き ま し て は 本 日 協 議 し て い た だ く こ と に な り ま し た 。 そ し

て、第４章から第６章までにつ いてなのですが、この三つ に

つきましては次回の会議に提案 をさせていただきます ので、

よろしくお願いいたします。 

        それでは、３ページの方をごらんください。第１章、序論

としまして、合併の必要性と効果ということについて掲載を

しております。（１）は、共通する生活圏への対応としま し

ては、日常的な生活圏や経済圏が行政区域を越えて一体化し

ておりまして、住民にとっては市町境を意識することは薄れ

てきております。合併によりま して、共通する行政課題に 関

する諸施策を一体的に進めるこ とができ、また効率的・効 果

的なまちづくりが可能になりま すということで、（１）は 掲

載しております。 

        次に、（２）は少子高齢化への対応です。３ページのグラ

フは、日本の年齢別人口推計を 、そして４ページの方には 埼

玉県の年齢別人口推計を掲 載しておりまして、グラフで見て

いただきますと、三角印のところが高齢者人口を示してお り

ます。見ていただきますと、ごらんのように今後さらに少 子

高齢化が進むことがおわかりい ただけるかと思います 。その

ための対応としまして、合併によって行財政基盤を強化する

とともに、子育て支援ですとか 医療体制の充実、地域に密 着

した住民サービスを提供する必 要が出てまいります。 

        次に、４ページ、（３）番としまして、高度・多様化 する

住民ニーズへの対応としまして、今後の財政状況がさらに厳

しくなると予想されまして、限られた財源の中で住民ニーズ

へ の こ れ ら の 対 応 が 難 し く な っ て く る よ う な 状 況 が ご ざ い

ます。したがいまして、合併によって、小規模な市町村では

設置が困難な女性政策ですとか 、国際化、情報化、そして福

祉関係などの専任の組織や 職員を置くことができ、専 門 的 か

つ 高 度 な サ ー ビ ス の 提 供 と 多 様 な 個 性 あ る 行 政 施 策 の 展 開

が可能になります。 

        また、（４）としまして、地方分権への対応がございます。

国・県からの権限移譲によりま して、市町村の行政サービ ス

は複雑化・高度化し、行財政基 盤の弱い市町村では十分な 対

応ができなくなります。合併に よりまして、効率的な行財 政

運営、自立性の高い財政の確立 など、総合的な観点から行 財

政基盤を充実し強化するこ とが可能になります。 
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        次のページを 開いていただきますと、（５）、厳しい 財政

状況への対応としまして、国の行財政改革によります地方 交

付税ですとか国庫補助金の削減など、今後の地方自治体の財

政運営はますます厳しい状況と なります。したがいま して、

合併によって行政組織 のスリム化ですとか、事務事業の見 直

し、そしてまた民間委託の推進などによりまして簡素で効率

的な行財政運営が可能になります。 

        以上、五つの項目を合併の必要性として掲げさせてい ただ

きました。 

        次に、６ページの方に移りますが、ここには計画策定 の方

針ということで、前回第１回会議で確認いただきました内 容

に従いまして掲載をしております。 

        次に、７ページ、８ページをごらんください。まず、第２

章、１市１町の概況ということで、１番が位置と地勢、右 側

のページには地目別面積を グラフでお示ししました。こ の グ

ラ フ で 見 て み ま す と 、 宅 地 と 雑 種 地 、 合 わ せ ま し て 50％ を

上回りまして、東京近郊のベッドタウンとしての宅地化が進

んでおるような状況が見られます。 

        次に、９ページを開いていただきますと、国勢調査に 基づ

き ま し た 総 人 口 の 推 移 に な り ま す 。 平 成 12年 の 国 勢 調 査 に

よる人口が10万118人でございまして、10年前、平成２年

に比べますと2,144人ふえておりまして、2.1％の増加とな

っております。 

        右ページには 、年齢３区分別の人口の推計になります 。こ

ち ら で す と 、 平 成 12年 の 国 勢 調 査 に よ る 年 齢 ３ 区 分 別 人 口

では、年少人口が14％、生産年齢人口が73.4％、高齢者人

口が12.6％を占めております。10年前、平成２年に比べま

す と 、 高 齢 者 人 口 は 5.6％ の 増 加 、 年 少 人 口 は 2.6％ 減 少 、

生産年齢人口が3.0％減少しておりまして、少子高齢化が進

んでいる状況であります。 

        次に、11ページをごらんいただきますと、世帯数の推移に

な り ま す 。 こ ち ら は 平 成 12年 の 国 勢 調 査 に よ り ま す と 、 １

市１町 の 世帯数 は ３万 8,318世帯 で 、10年 前の平 成 ２年に

比 べ ま し て 4,043世 帯 ふ え 、 11.8％ の 増 加 と な っ て お り ま

す。１世帯当たり人数を見ますと、2.6人と年々減少して い

るのがおわかりいただ けると思います。 

        次に、12ページの方には、３番としまして主要指標の推計

ということで、総人口の推計を 行っております。ここで資 料

の 訂 正 を さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す が 、 グ ラ フ の 平 成

17年 の 人 口 が 11万 2,100人 と い う こ と で な っ て お り ま す

が、これを10万8,000人に訂正をお願いしたいと思います。

平 成 17年 の 「 112,100」 と い う 数 字 を 「 108,000」 に 訂
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正 を お 願 い い た し ま す 。 ま た 、 平 成 27年 の と こ ろ の 人 口 が

「127,432」となっていますが、これを「127,000」に訂

正をお願いいたします。 

        この１市１町 の将来推計人口は、上福岡駅西口の市街 地再

開発事業ですとか、団地の建てかえ、また、ふじみ野駅周辺

の区画整理地内などの開発、それと含めまして、民間の開 発

に よ り ま し て 人 口 の 増 加 が 見 込 ま れ ま し て 、 平 成 27年 に は

約12万7,000人に達するということで推計がされました。 

        次のページを ごらんください。こちらは人口構成比の 推移

になります。恐縮ですが、この ページにも訂正箇所がござ い

ます。上から２行目になりますが、平成12年の「14.0％」

というのを「12.6％」に訂正をお願いいたします。そして、

その右側の「平成22年には20.8％」とありますが、それを

「平成27年には24.5％」ということで訂正をお願いいたし

ます。そして、下から２行目、「平成22年には64.0％」と

ありますが、それを「平成27年には61.6％」ということで

訂正させてください。これにつきましては、第３回、次の会

議 の と き に 訂 正 し た も の を 一 緒 に お 配 り さ せ て い た だ き ま

すので、よろしくお願 いいたします。 

        そして、このグラフを見ていただきますと、少子高齢 化の

進展によりまして、グラフのひ し形の部分になりますが、年

少人口が横ばいを示す一方、三角印の高齢者人口が急激な増

加が予想されるところ でございます。 

        次に、14ページにつきましては、就業人口です。将来の就

業 人 口 と し ま す と 、 第 １ 次 産 業 と 第 ２ 次 産 業 が 減 少 し 、 小

売・飲食・通信・運輸などのサービス業などの第３次産業の

就業人口の増加が予測されます。 

        次、15ページをお開きください。こちらは第３章としまし

て、新市建設の基本方針になり ます。任意協議会で作成さ れ

ましたまちづくりビジョン の内容になっております。新 市 の

将来像としましては、３本の基 本理念を掲げております。ま

ず、１番としますと、環境と調和したまちづくり、２番とし

まして市民の創造性を 育むまちづくり、３番目にパートナー

シップによるまちづくりです。そして、この基本理念を達 成

するために、都市イメージである将来都市像として、「健康 

安心 生きがい都市」ということになっております。 

        16ページには、この将来都市像を達成するための五つの 基

本方針を掲載しております。１番としまして、環境にやさ し

い安全・安心なまちづくり、２番としまして、夢のある心豊

かなまちづくり、三つ目に、個 性輝く活力あるまちづ くり、

４番目に、生涯安心して暮らせ る福祉のまちづくり、５番 目

としまして、スリムで効率的な 協働のまちづくりです。 
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        次に、17ページ、18ペ ージをごらんください。初めに、

17ペ ー ジ の 方 で 、 土 地 利 用 に つ い て の 基 本 的 な 考 え 方 と い

うことで、３項目を掲げております。一つとしますと、自然

環境・歴史文化遺産の保全と活 用、二つ目に長期的視野に 立

った都市基盤の整備、三つ目に圏域内交通ネットワークの活

性化ということを基本に据えま して、４番として、土地利 用

区分別の基本方針を掲げております。基本方針の中とします

と、１番として住居系地域、２番に商業系地域、３番、工業

系地域、４番、農業系地域という区分に従いまして、それぞ

れの土地利用を進める ことになります。右ページにはその図

面をつけさせていただきました。 

        簡単ですが、以上で協議事項①、新市建設計画の第１章か

ら第３章までということで、説明の方を終わらせていただき

ます。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議事項①の協定項目10の新市建設計画、第 １ 章

～第３章について、事務局から 説明がありました。資料は ３

ページから18ページ まででございます。 

        この案につい てご質問、ご意見等がありましたら、発 言を

お願いいたします。 

        西村委員。 

 

西村委員    文言の間違いでは ないかという指摘と、この数字はど うい

うふうに理解したらいいかとい うことと、あと統計上、ち ょ

っ と わ か ら な い 点 が あ り ま す の で 、 質 問 さ せ て い た だ き ま

す。 

        まず、文言の間違いではないかという点で、７ページ の位

置と地勢というところで、まず１行目の北側と東側は川越 市

に隣接していますという、この東側は西側の間違いではな い

か。それで、南側は三芳町、西側は富士見市というのは、西

側は、これは東側の間違いでは ないか。その２点です。 

        そ れ と 、 ９ ペ ー ジ の 人 口 と 世 帯 と い う こ と で 、 人 口 の 10

年 間 に わ た る 人 口 増 が 2,144、 そ れ に 対 し て 世 帯 の 方 の 増

加 が 4,043と い う こ と で 、 我 々 一 般 的 に 考 え る と 、 世 帯 数

の方が少なくて、人口の方がふえるという感覚がするので す

が 、 こ れ を 見 て と 、 世 帯 数 は ふ え て い る の だ け れ ど も 、

4,000。 人 口 の 方 が 2,000と い う の で 、 ち ょ っ と こ の 辺 の

数字の違いというのがよく 理解できないので、ご説明いただ

ければと。こういう内容ですよということでご説明いただき

たいと思います。 

        それと、もう一つは、８ページに地目別面積というのがあ
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るのですが、これは多分県に提 出している統計の関係で、こ

ういう表示になってしまう のだろうと思うのですが、我 々 の

合併とか進めていく上では、例えば工業関係だとか商業関係

だとか、そういう数字も必要ではな いかと思うのですけれ ど

も、その辺のところが全然表記 されていないというので、何

か補足がありましたら説明いた だければと思います。 

        以上でございます。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   まず、最初にご指 摘いただきました７ページ、確かに ご指

摘のとおりです。北側と西側が 川越市、東側が富士見市と い

うことで、これは次回、あわせ て訂正の方をさせていただ き

ます。 

        そして、ページでいきますと隣のページです。地目別 面積

についてなのですが、これにつ きましては、一般的な登記 上

の 地 目 と い う こ と で 、 実 際 に は 21ぐ ら い 地 目 が あ る か と 思

うのですが、それに基づきました区分ということで今回させ

ていただきました。この中で、その他というところがかな り

大 き い 部 分 を 占 め て い ま し て 、 21％ あ る の で す が 、 こ の 辺

につきましては公衆用道路です とか、公園ですとか、そう い

ったものが含まれているので、その他ということで数字も大

きくなっております。 

        今 ご 指 摘 い た だ き ま し た 商 業 系 の 地 域 が ど の く ら い な の

か、工業系の地域がどのくらいなのかということでございま

すが、その辺については今回載 せてはおらないのですが、ち

ょっとその辺データが、用途地 域、地目別のこういった形 で

のデータはあるのですが、実際に商業地域がどこからどこ ま

で 何 平 米 で す と か と い う そ の デ ー タ は 持 ち 合 わ せ て お り ま

せ ん の で 、 そ の 辺 に つ き ま し て は 、 最 終 的 に は 17ペ ー ジ 、

18ペ ー ジ の 中 で 、 土 地 利 用 で す と か 、 そ う い っ た と こ ろ で

実際用途が、住宅系なのか、農 業系なのかということでの 区

分になってこようかと思います。 

        そして、もう 一点、世帯数と世帯当たり人口ですか、この

推移なのですが、これちょっと聞き漏らしてしまったので す

が 、 済 み ま せ ん 、 11ペ ー ジ の 方 で ち ょ っ と 見 て い た だ き ま

すと、折れ線グラフの方で示し ているのが、これが１世帯 当

た り の 人 口 に な り ま し て 、 例 え ば 昭 和 55年 で 見 ま す と １ 世

帯 当 た り 3.14人 い た の で す が 、 平 成 12年 に は 2.61人 と い

う形で、１世帯当たりの人数が 減ってきております。した が

いまして、人口の増加に比べて世帯当たりの増加というのが

ふえていくと、そういう傾向が ございますので、ご理解い た
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だきたいと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 

 

西村委員    また後で。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    住民が合併につい て是非を論じる場合、新市建設計画 は大

変大事な要素だと言えるわけで す。そういう点で、できる だ

け 努 力 を し て 、 わ か り や す い も の に し て ほ し い な と 思 い ま

す。 

        第１点目で、全体的なことなのですが、２市２町のときも

そうでしたが、任意協のとき申 し上げたのですが、上福岡 市

と大井町の既存のそれ ぞれの基本構想、基本計画をそのまま

あわせたというのは、こういう 合併協議会という性格上、そ

こから出られないという制約性、限界性を持っているという

のは十分わかっている のですけれども、しかし合併というこ

とを前提の計画として住民に提 示するならば、当然大 井町、

上福岡市にはそれぞれの自治体 として、都市として、自立 性

を持って存在するというそ ういう都市機能と、それから合併

す る こ と に よ っ て 一 つ の 自 治 体 に な る と い う こ と に つ い て

の都市機能では、やはり構造的に変わってくるということ が

当然あると思うのです。それが一体何なのかということにつ

い て の 課 題 提 起 と い う 表 現 が ど こ に も 見 当 た ら な い わ け で

す。だから、これを見た住民の方は、合併することによって

どうなっていくのかということが、今の計画をただあわせ た

だけだと、よく見えてこない。そうすると、いいのだか、悪

いのだかもわかりにくいという、そういうことになるのでは

ないかと思うのです。こうだということは、やっぱり性格 上、

言い切れないのだけれども、問題提起や課題提起としての表

記というのは、やはり住民に対してのわかりやすさという点

で 表 現 が あ っ た 方 が よ ろ し い の で は な い か な と い う ふ う に

思います。当然道路網や土地利 用についても、そういうこ と

が言えるのではないか と思うのです。 

        それから、細かいこと、人口推計の中で、年齢３階級別の

人口推計で、上福岡市、大井町 のトータルのグラフは載っ て

いるのですけれども、上福岡市 がどれだけで、大井町がど れ

だけで、それでトータルだとこれだ けだというふうに表記 し

ていただかないと、合併しない場合とした場合との人口の３
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区分別の現状なり推移が住民に 見えないわけです。そ れは、

なぜそういうのを出されな いのかということです。こ れ が ２

点目。 

        それから、細かいので、申しわけないのですが、７ページ

のところで、位置、地勢というのがございます。さっき、東

と西が逆になっていた のですけれども、地質のところですけ

れども、地質は関東ローム層で形成 されというふうになっ て

いて、これは全部関東ローム層 ではなくて、東側流域、東 部

は一部、第４期沖積層でありま すので、全部がローム層と 言

うと、これは不正確な表現になるのではないかなというふう

に思います。それがどうしてそ ういうふうになるか。でき る

だけ正確な表記をした方が よろしいと思うのです、全 部 台 地

ではありませんので。 水田もあります。 

        それから、土地利用のところなのですけれども、これは従

来 ２ 市 ２ 町 の と き に や っ て い た の を そ の ま ま 持 っ て こ ら れ

た と 思 う の で す が 、 商 業 系 の と こ ろ 、 18ペ ー ジ 、 色 が つ い

ていて赤丸がございますけれども、かなり昔つくった計画 の

をそのまま持ってきたので、現状踏襲で書かれたと思うので

す が 、 現 状 は 相 当 変 わ っ て し ま っ て い る の で 、 例 え ば 250

メ ー ト ル メ ッ シ ュ な ら 250メ ー ト ル メ ッ シ ュ 切 っ て 、 商 業

統計調査に出てきている売り場面積、商業床面積等の全建物

床 面 積 に 対 す る 比 率 と か と い う の は 多 分 出 せ る と 思 う の で

すけれども、そういう形で現況を反映した図面をつくってい

かないと、やっぱり住民が、合併した場合、しない場合を判

断して、土地利用がどうだというこ とがなかなか見にくい と

思うのですが、そういうやり方はできなかったのかどうなの

か。職員だけでやっているので、大変だと思いますけれども、

当然そういう基礎データは あると思いますので、そ の 辺 の 努

力はしていただきたい なと思いますが、どんなものでしょう

か。 

        それから、全体のことになってしまうのですけれども、今

回、１章、２章、３章だけなの です。次の３回会議で 、４、

５、６章をやるということです が、やはり新市建設計画と の

一体性を持っていますので、完全に切れてしまうものではな

いので、全体的議論をどうする のか、ちょっと論議の進め 方

に つ い て も 、 最 後 お 伺 い し て お き た い と い う ふ う に 思 い ま

す。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   ５点ほど ご質問いただきました。 

        最初にござい ましたのが、基本構想を張り合わせただ けで
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はないかというようなご質 問でございましたが、こ れ は 任 意

協議会の中でも、まちづくりビジョンは新市建設計画の素 案

と す る と い う よ う な 形 で 決 定 を さ れ ま し て つ く ら れ た の で

すが、何にしましても、１市１ 町の議会で議決をいただき ま

した総合計画、これを重視するのは当然なことでございまし

ょうし、第１回会議で、その辺、１市１町の総合計画を優先

してというようなことで方針の 方も決められましたの で、そ

ういった方向はやむを得な いのかと思います。 

        それとあと、課題とかそういったものを提起できない のか

というご質問ですが、これにつきましては新市の建設計画で

ありまして、課題がないという ことで、新しい市になった と

きの計画ビジョンをつ くるわけですから、この中でどういっ

た課題があるのかとか、そういったものは通常はのせないの

が普通ではないかと思います。 

        そして、２番 目としまして、人口推計につきまして、３区

分別の大井町、上福岡市、別々 に載せない理由は何なのか と

いうことでありましたが、特に意図があってそうしたわけ で

はございませんで、新市の建設 計画ですから、新しい市に な

ったときがどうかというのが結 論でありまして、それ ぞれ、

例えば七つあるから七つ、市町 村ごとに出して、トータル を

出すとか、そういうことでございませんで、あくまでも新 市、

一つになったときの数字という ようなことでございま して、

こういった掲載の方法をとらせ ていただきました。ただ、そ

の 前 の ペ ー ジ 、 12ペ ー ジ の 方 に は 、 上 福 岡 市 、 大 井 町 と い

うことで、こういった形で表示はしてございます関係もあり

ますので、掲載スペースとかの 関係もありますので、次の 第

３回までには検討はさせていた だきたいと思います。 

        それと、あと もう一点は、７ページの地質の関係で、関東

ローム層だけではないよと いうお話しありました。こ れ は た

しか上福岡市ですか、大井町で すか、そちらの総合計画の 位

置と地勢というような状況の中で、関東ローム層という形 で

表示あったものですから、それをとらせていただいたもの で

して、その辺、すべてそういう ことでないということであ れ

ば、この辺につきましても、次回、ほかの部分とあわせて訂

正したものを出させていた だこうと思います。 

        そしてまた、土地利用についてということで、いろいろ現

状 に 合 っ て い な い と い う よ う な お 話 し ご ざ い ま し た け れ ど

も、実際には都市計画につきましては、新市になって、都市

計画マスタープラン、こういったものを改めてつくっていく

必要があろうと思います。そし てまた、今大井町につきま し

ては、富士見都市計画、上福岡 市につきましては上福岡都 市

計画ということで、その名称自 体も別になっておりま すが、
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その辺につきましても、合併して当分は今の状態のままが踏

襲して生きていく形になって、その後、地域の状況ですと か

現状を把握したものを含めて、 県の都計審ですとか諮 って、

そういった都市計画の変更ですとか、そういったものになっ

ていくのだと思います。 

        最後に、５番目として、４章から６章一緒に出すべき では

ないかというお話しございましたが、１章から３章までにつ

きましては、あくまでデータ的 な部分でございまして、お お

む ね ほ と ん ど 任 意 協 の 中 で 了 解 い た だ い た 部 分 だ と 思 い ま

して、今回事前に提案をさせて いただきました。です から、

次の４章から６章につきまして は、新市の施策ですとか、県

事業ですとか、あと財政計画含めたものを一緒にお渡しする

というような形になっておりま す。ただ、今回の部分につ き

ましては、見ていただきますと、人口の推計ですとか、現状

ですとか、そういった形ですの で、その辺ご了解いただけ れ

ばなと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    最初の基本構想、基本計画をあわせたものでという、そう

いう限界性は当然のことなのです。それは私も同じ考え方 な

のです。ただ、合併した場合こうなりますよ、現状ではそれ

ぞれの市ではこうですよという こととの対比において 、やは

り 主 権 者 で あ る 住 民 が ど う い う 課 題 が 出 て く る の か と い う

ことがわかるようにすることが、この法定合併協議会のつく

る新市建設計画の大事な点であるし、責務ではないかなと思

うのです。当然これが法定協議 会で決まれば、決まったも の

を住民が判断して、合併を是と非ということでそれぞれの議

会が議決をしていくわけです。ですから、そこのところわ か

ら な い 状 態 だ と 、 私 は お か し い の で は な い か な と 思 う の で

す。のせないのが普通だという、今事務局の答弁なのですが、

どこでもこれが問題に なるわけなのです。従来計画の張り合

わせの範囲でやってい るのだけれども、課題設定をしていな

いために見えにくい。いざやっ てみたら、やっぱりこうい う

の が い ろ い ろ 出 て き た と か と い う こ と に な っ て し ま う と 思

うのです。 

        特に、大井町と上福岡市の場合には、大井町と三芳町、大

井町と富士見市の場合だと、富士見都市計画区域ということ

で 、 都 市 計 画 区 域 と の 一 体 性 が あ っ て 、 こ の 間 30年 ほ ど や

ってきているわけです。上福岡 市は、早く上福岡都市計画 区

域 に 指 定 さ れ た た め に 都 市 計 画 区 域 が 別 に な っ て い た と い
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うことで、土地利用計画や、また幹線道路の整合性につい て

も、計画決定時点で整備、開発、保全の方針の中での調整と

い う こ と を し な い ま ま 現 在 に 至 っ て い る と い う 特 性 が あ る

わけです。そういうところを二 つをあわせたときに、新し い

まちをつくるのだといったときに、ではそのことが住民に と

って利益になることなのか、そうではないのかという、そ こ

の 判 断 が つ き に く い だ ろ う と い う こ と で 私 は 申 し 上 げ た わ

けなのです。やはり主権者である住民にわかりやすいような

課 題 抽 出 を す る と い う こ と が 親 切 な つ く り 方 で は な い か な

というふうに思いますので、そこのところの考え方を聞いて

おきたいというふうに思います。 

        それで、土地利用現況なのですけれども、将来のこと はわ

からないと思うのですが、少な くとも現状ぐらいは、でき る

だ け 現 状 に 合 っ た も の で や っ ぱ り 書 い て い か な い と 、 実 際

今、商業床面積はここに書いてあるような状況の比率で配分

されていませんので、現状認識が大きく食い違ってしまうの

で は な い か と 思 う の で す 。 こ の 間 の 大 型 店 の 出 店 状 況 だ と

か、また沿道サービスの店舗の 展開状況は、従来の状況を 大

きく変えていますので、やはりそこも随分前のものを出すの

ではなくて、直近の数字を積み上げたものでご提示いただく

のが正しいのではない かと思いますが、それはできないので

しょうか、その辺のところ をお聞きいたします。 

        それから、人口の方も、さっきの３階級別、３区分別です

が、これは最初のところの問題提起のところに少子高齢化と

いう問題が出されているのです 。そうすると、少子高齢化 の

問題を上福岡市と大井町がどう いうふうに現状を見て 、将来

それぞれどうなのだと。だけれ ども、これが合併するとこ う

なるのだというところで、少子高齢化という問題がそれぞ れ

に見えて、それで合計しても見 えるということが、やっぱ り

判断の上で必要ではないかと思 うのです。合計人口では、上

福岡市、大井町合計というグラ フがついているのですが、３

区分人口ではこれはついていない。その判断がなかなかつ き

にくいというか、現状が見えに くいのです。そこのところ は

改善できないものか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   今３点ほどご質問 ございまして、最初のご質問は、課 題と

い う も の の 記 載 が で き な い の か と い う ご 質 問 で ご ざ い ま す

が、これにつきましては序論の最初のページから、序論、合

併の必要性と効果というところで、例えば（１）、共通す る

生活圏への対応ということで、（１）の下から３行目までに
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ついては、これが課題です。共通する生活圏への対応とし て

の課題。その対策として、その下の２行になります、合併に

よっての効果ということで、ですからこういった課題としま

すと、（１）から（５）番まで、共通する生活圏の対応から

始まりまして、厳しい財政状況 への対応ということで、こ う

いう課題が投げかけら れておりまして、そのためにどうする

のかということで、合併の必要 性になってくる。これが掲 載

しております。 

        そしてまた、次に土地利用計画について、古いものなので、

直せないかというご質問ですが、この図面として今おつけし

て お り ま す 18ペ ー ジ で す か 、 こ れ に つ き ま し て は 、 大 ま か

なといいますか、図面として、道路ですとか鉄道の線は入 れ

てあるのですが、大体この地域についてはこういう方向で い

くのだよといった大まかな図面 にしか作成はできませ ん。そ

れが具体的になるのは、先ほど も言いましたが、用途地域 で

すとか、そういったものを含め た図面、都市計画図になっ て

くると思うのですが、これにつ きましても、さっき言いま し

たが、都市計画マスタープラン の関係、新市になってから の

具 体 的 な 土 地 利 用 を 踏 ま え て の 県 協 議 で す と か 住 民 の 意 向

を把握した中での土地利用、あと現状に合った土地利用とい

う形が出てくるのだと思います。 

        それと、３点目に、高齢化の面につきましてそれぞれの１

市１町別を出せないかということで、最初もご質問いただき

ましたが、これにつきましては 、ここで掲載したのは新市 に

なってどうなのかということで ありましたが、その辺、次 の

ときには出すようにということで、先ほどもご答弁したと お

りです。 

        以上です。 

 

会長（議長）  鈴木委員。 

 

鈴木委員    12ページの人口推計のことでお伺いいたします。 

        平成17年につきましては、計画人口というふうに書かれて

いまして、説明のところでも、実績人口ではない、総合計画

で 定 め た 計 画 人 口 だ と い う ふ う に 説 明 が 書 か れ て い る の で

す け れ ど も 、 平 成 17年 の 場 合 に は 既 に 実 数 が 出 て い る と い

うふうに思うのです。それです ので、参考で申しわけない で

す け れ ど も 、 今 わ か る よ う で し た ら 、 平 成 17年 度 の そ れ ぞ

れの市町の計画人口と、それか ら今の実数、４月１日時点 に

なるのかと思いますけれども、わかりましたらお知らせをい

た だ き た い と 思 い ま す 。 16年 で す 。 済 み ま せ ん 。 現 在 の 数

値がわかりましたら、教えてい ただければと思います。 
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会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   12ページの人口のところですが、これは国勢調査のデー タ

ということで載せさせ てもらいまして、ですから５年ごとに

やっていますので、平成17年とあるところは、平成17年の

10月 １ 日 の 国 勢 調 査 の 人 口 に な り ま す の で 、 こ こ で は 数 字

は出てきません。それで、平成22年のところ、11万7,000

人ということで入っていますが、これは両方の１市１町で総

合計画の中で人口を設 定しておりまして、その人口をプラス

し た 人 口 が 11万 7,000人 と い う こ と で ご ざ い ま す 。 こ の 平

成 17年 の 人 口 に つ き ま し て は 、 先 ほ ど 修 正 の 方 を さ せ て い

た だ き ま し た が 、 10万8,000人と い う こ と で 訂 正 さ せ て い

た だ い た と お り で ご ざ い ま し て 、 ち な み に 平 成 16年 １ 月 １

日の人口でよろしいのでしたら 、データありますので、紹 介

さ せ て い た だ き ま す と 、 上 福 岡 市 が ５ 万 4,679人 、 大 井 町

が４万7,092人、合計しますと10万1,771人です。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        山川委員。 

 

山川委員    それでは 、伺わせていただきます。 

        全体的にまず 伺いたいのですが、９ページの中にあり ます

平成７年が減少した理由として、霞ケ丘団地と上野台の建て

かえに伴い、平成３年から入居 募集が停止されて、居住者 が

移転した結果というふうに出て います。それで、実を言い ま

すと、この計画全体の中には、今後上野台団地及び西口再 開

発、それから駒林の区画整理事業などで人口もふえるという

ふうに書いているのですが、このことについてはどのように

人口推計の中に推計をされてい るのか。人口の世帯、人口 の

推移、それから先ほど出ました 総人口の推計というのは、国

勢 調 査 人 口 を 用 い た と い う よ う な 、 こ れ は 昭 和 55年 か ら 平

成 12年 ま で で す ね 。 そ れ で あ と 、 総 合 計 画 で 定 め た 計 画 人

口を用いたというのですが、これらの就業人口や人口構成比

の 推 移 な ど に は ど の よ う に 反 映 さ れ た の か 、 こ の 点 に つ い

て、まず伺わせていただき たいと思います。 

        二つ目は、この計画をそれぞれ見ておりますと、まず計画

策定の方針の基本方針という中 にもありますけれども 、ごめ

んなさい、基本方針ではないですね。盛んに、このまちづく

り に つ い て は 住 民 と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ と い う こ と が 言 わ

れ て お り ま す 。 例 え ば 、 15ペ ー ジ の パ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ
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るまちづくり、それからその前 にも出ているわけです。つ ま

り 住 民 と 一 緒 に ま ち を つ く り 上 げ る の だ と い う よ う な 方 針

のようですが、この点についてはどのようなことを想定して

いるのか。住民参加をどのような形で新市建設計画の中で反

映をしているのかという点につ いて、言葉面というか、言 葉

だけでなくて、どういうふうに反映する方針なのかというこ

とについて伺わせてください。 

        まず最初に、その二つをお 答えください。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   まず、９ページの ところで人口の推移ということで、上福

岡市霞ケ丘団地、上野台団地、その他、転入転出された一因

ということでございますが、これ個別に従前従後ということ

で数を調べまして、その増加見込みとしてふえるというのが

出ていますので、それの影響と して、ここにうたわせても ら

い ま し た 。 単 純 に 12ペ ー ジ の 方 、 将 来 推 計 人 口 と い う こ と

で、一般的な将来人口の推移と しますと、コーホートです と

か、いろんな人口の推計の方法 あるのですが、そういった 一

般的な方法をやりますと、例え ば出生比率ですとか、死亡 の

比率ですとか、そういったもの を単純にやっていきま すと、

１ 市 １ 町 の 場 合 は 多 分 総 人 口 が 下 が っ て い く よ う な 傾 向 が

あるのだと思うのです。これは全国的に、平成27年ですか、

そ の 辺 を 頂 点 に 全 国 規 模 で 人 口 と い う の は 減 少 し て い く の

だというのが、たしか人口問題研究所の方で発表されている

ので、出ていると思うのですけ れども、そのやり方でいき ま

すと、そのやり方といいますのは、一般の開発事業ですと か、

そ う い っ た も の を 加 味 し て い ま せ ん で や っ て い る も の で す

から、１市１町の場合、それが 当てはまらないことになり ま

す。したがいまして、12ページの人口推計につきましては 、

過 去 、 昭 和 55年 か ら ５ 年 ご と の 国 勢 調 査 の 増 減 、 人 口 を 、

回帰分析と言いますが、点で散らばっているやつを二次関数

を使いまして、その双曲線の方 程式を求めまして、それに つ

いて平成22年は計画人口11万7,000人がありますので、そ

れ に 近 づ く よ う な 形 で の 放 物 線 を 描 く 形 で 途 中 の 人 口 を 出

し て い ま す 。 で す か ら 、 平 成 27年 に つ き ま し て も 、 そ の 放

物 線 を 描 い た 中 の 数 学 の 計 算 式 の 中 で 12万 7,000人 と い う

将来人口を算出しております。 

        それとあと、２番目のご質問で、パートナーシップという

ことで、住民と一緒にどういう 提案、想定をしているのか と

いうことでございますが、これにつきましては新市の建設 計

画でございまして、新市になっ てから、その施策としてや っ



 

 - 16 -

て い く 段 階 に な り ま し て 住 民 の 意 向 を 酌 み 入 れ た 形 で や っ

ていくのだというのが内容にな るかと思います。です から、

こ こ で は こ の 新 市 建 設 計 画 を つ く る た め に 住 民 の 意 見 を ど

う反映するのかということでなくて、新市になってからの方

法、基本的な理念、その辺のところで、合併しても住民の皆

さんのご意見をお聞きしながら、パートナーシップをとって

事業を進めていくのだと、そういうことで考えていただけ れ

ばと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    人口推計というの は、税金の税収、また費用、それぞれに

ついて財政計画に大変大きく影 響するものです。これが、政

府などが示しているようなコー ホート方式ではなくて 、国勢

調 査 の 10年 間 を ト レ ン ド し て 、 そ し て 二 次 関 数 を 使 っ て や

ったということなのですけれども、これでは私は財政計画 に

大 き な ひ ず み が 生 ま れ る の で は な い か な と い う ふ う に 懸 念

いたしますが、その点について はどうなのでしょうか、伺 い

ます。 

        それから 、もう一つ、いみじくも事務局がおっしゃったよ

うに、パートナーシップについ ては、新市になってからの 趣

旨といいますか、精神をうたっているものだというふうに 言

っていらっしゃいますけれども、今は法定合併協議会の審議

でございます。この中でこういうパートナーシップと盛んに

書かれていても、現実に１市１ 町が合併をするか、しない か

について、住民投票もしない、そして住民への説明会もし な

い。大井町には住民投票を求める住民請求が出るという事態

で、このままこういうような状 態で押し切るというのは、全

く絵にかいたもちだという ふうに思うのですが、こ の 点 に つ

い て は 新 市 か ら の 計 画 だ か ら い い の だ と い う こ と で の 答 え

に変わりはないのでしょうか。まず、それについては、会長 、

副会長にお答えを願い たいと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   最初の、人口推計 の形で将来的な財政計画どうなのだ とい

う話のご質問だけお答えさせて いただこうと思います が、人

口 推 計 の 将 来 人 口 に あ わ せ ま し て 、 13ペ ー ジ の 方 の 下 に お

示 し し て あ り ま す 年 齢 別 人 口 の 推 移 、 そ の 上 の 構 成 比 の 比

率 、 こ れ も リ ン ク し て お り ま す の で 、 12ペ ー ジ の 人 口 に あ
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わ せ た 形 で 高 齢 者 が ふ え て い っ て 、 な お か つ 少 子 化 が 進 ん

で、生産年齢人口が下がってい くというのがございます。こ

れにつきましても、財政計画の 方でも、実際には生産年齢 人

口が下がっていくわけですから 、今までの税制度、所得税 の

割合ですとか住民税、その辺の比率の税制度の関係がなけれ

ば、財源的には少なくなっていくということになるのだと思

います。ですから、将来人口の推計にあわせまして、そうい

った高齢者の割合、３区分別のところの割合も同じように考

慮しておりますので、 ご承知ください。 

        以上です。 

 

会長（議長）  では、私 の方から申し上げます。 

        今事務局の方 で申し上げましたように、パートナーシ ップ

そのものというのは、計画案が出てきて初めてそれは実行さ

れることであって、事務局の説明のとおりだというふうに私

は解釈しています。 

        副会長、どうぞ。 

 

副 会 長   同様の答えなので すけれども、いわゆる住民の声を聞 くと

いう意味でのご質問が あったと思いますが、それは各構成 市

町でいろんな手段があ ると思いますので、それらを駆使して

意 見 を 聞 く と い う こ と で よ ろ し い の か な と い う ふ う に 思 っ

ております。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    人口推計の問題で すが、これはリンクしているのは当 然で

して、人口構成比の推移、この 人口構成比の推移につ いて、

高齢者人口、ゼロ歳から14歳、15歳から64歳、65歳以上

というような形で推計が、先ほどの人口推計のトレンドに 基

づいた国勢調査に基づいた 推計であるということは、も ち ろ

んそのとおりでなければならな いというふうに思うの です。

しかし、生産人口の比率、それ らはやはりかなりきちんと し

た形で推計をしないと ならないものだし、ましてコーホート

方式でないということになると 、この正当性といいま すか、

正確性というのが、正確性とい っても予想ですから、本当 に

全く同じだというふう にはいきませんが、より正確なという

方 法 で あ る と い う こ と を や は り 証 明 し な け れ ば な ら な い と

いうふうに思うのですが、この 点については、他の合併協 議

会 な ど で は 国 勢 調 査 な ど で コ ー ホ ー ト 方 式 で や っ て い る の

で は な い か と 思 い ま す が 、 こ の 点 に つ い て お 答 え を 願 い ま

す。 
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        二つ目の住民 投票の問題、また調査の説明会の問題で す。

これは私が聞いているのは、法定合併協議会、この協議会 が

新市の計画を示す場合に現 在が問われるわけです。現 在 ど ん

なことをやっていて、新市計画がどのようなものができるの

かというのは、市民の皆さんの 、やはり重大な関心事であ る

わけです。ところが、現在住民投票もする考えもなく、また

説明会も、この合併協議会としてはしないということになり

ますと、住民投票も合併協議会 ではしないし、説明会もし な

いとなると、やはり私は新市建設計画が幾らいいものを書い

ても信用されないと思うのです 。そういう点について、現 在

法 定 合 併 協 議 会 で 住 民 投 票 を す る と い う こ と は 決 め な い と

２人で考えたわけですよね。合意したわけですね、会長、副

会長が。それはまずいと思いますので、この点について、住

民 投 票 を こ の 法 定 合 併 協 議 会 で は し な い と 決 め た そ の こ と

についてお答えを願い たいと思うのです。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   初めの人口推計の 関係だけお答えしたいと思いますが 、例

えばいろんな協議会ございますが、一般的コーホートでや っ

ているところとか、あと実情に合わせた都市の開発部分を踏

まえた形で推計、回帰分析と言 うのですが、それをやって い

るところと、いろいろさまざまです。例えば、県北の方でも

人 口 が 将 来 人 口 減 っ て い く よ う な 推 計 出 し て い る と こ ろ も

ありますし、例えばの話、深谷市ですとか、ああいったとこ

ろは区画整理だとか基盤整 備進んでいまして、人口がふえて

いくようなところございまして、それぞれ実情に合わせた形

の方がよろしいかと思います。ですから、上福岡市、大井町

含めまして、この地区は大井町 さんも区画整理が済んで、人

口もふえてきますし、新しい住 民の方が入ってきます。上 福

岡市も西口の開発事業含めまし て、人口が入ってきます。上

野台、霞ケ丘の団地、ましてこ れから駒林の土地区画整理 も

含 め て 人 口 増 の 見 込 み が あ る も の で す か ら 、 単 純 な 出 生 率

云 々 か ん ぬ ん を や る だ け の 分 析 の 方 法 で す と 実 情 に 合 わ せ

た分析になりませんので、こういった形をとらせていただ き

ました。なお、次回も、今回訂正させていただくということ

で、さっきお話ししましたが、それらと含めて今回、今お話

しありましたところも、もう一度検証の方はさせていただき

たいと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  住民投票の件、できましたら、議案の中にあるものをひと
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つご質問いただきたいとい うことでまず１点、ご協力をいた

だきたいと思います。議案にな いことを質問されますと、こ

れは運営ができませんので、その点を質問者にもお願いして

おきたいと思います。 

        住民投票はし ない、これは大井町の町長さんと私と合 意し

た事項です。この住民投票とい うのは、そこに住む住民が そ

の行政区の中でやればいい ことでありまして、そういう意味

でやらないというふう に申しています。 

        それから、上福岡市のことを申し上げれば、私は住民代表

と い う の は 議 会 だ と い う ふ う に 前 々 か ら 申 し 上 げ て い る の

で、議員さんは住民の投票によ って選ばれている。その議 会

がしっかりとした方向性を出すのは、これは当たり前なこと

でありまして、その辺を踏まえ て、私の方ではあえてそう い

う一つの説明はしない、こういうことを申し上げているので

ありまして、それは説明したから悪いとか、いいとかは、次

の市民が判断する。これはやむを得ないことだと思っていま

す。 

        以上です。 

 

副 会 長   私の方は、今、会 長が申し上げましたように、この法 定合

併協議会の議題とする かという問題で、それぞれの市町で行

うという結論が出ましたので、これはそれぞれの市町で行う

という決定をいたしました。これは前回にもそのご質問には

お答えしたと思います。私の方 の町は私の方の町で、先ほ ど

独 自 性 で い ろ ん な 手 段 を 講 じ て と い う こ と を 申 し 上 げ ま し

たけれども、もう既に特集号で すか、これが２号出ており ま

す し 、 そ う い っ た こ と で ２ 週 間 に １ 回 ず つ 出 す と い う こ と

で、合併についての説明をもう事細かくしている最中であり

ますし、それから住民投票の直 接請求が昨日出ました ので、

まだ細かく、数字などはわかり ませんけれども、この点に つ

いては地方自治法に沿って 慎重に対応していきたい、そ ん な

ふうに考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

        能登委員。 

 

能登委員    確認という形 の中で質問をさせ ていただきます。 

        土地利用区分別の基本方針 という形の中で、18ページの図

式は関係なくして、住居系地域 、商業系地域、工業系 地域、

農 業 系 地 域 の 新 し い ま ち づ く り の 関 係 の 中 か ら こ う い う 文

言 が 書 か れ て い る の は 当 然 の こ と だ 思 い ま す 。 隣 の 18ペ ー
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ジの土地利用の方針図とい うのがありますけれども、こ の 土

地利用の方針図というのは、いろんな面の関係で今後新市の

計画をしていく、そういう段階 の中で、この図面をどのよ う

に利用していくのか。このような形で土地利用方針図と書い

てありますからね。それで、現 状として相まっていな くて、

今後このような形の、細かいこ との検討はあるにしても、現

状とかけ離れているという関係の、先ほど質問もありまし た

けれども、どういう形でこの方 針図を使うのか、その点を ま

ずお聞かせいただきたい。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   土地利用方針図と いうこの図面についてですが、実際 には

今大井町と上福岡市の都市計画図、色分けしたものがある と

思 う の で す が 、 あ れ が 実 際 に は 当 分 生 き て く る 形 に な り ま

す。それを大まかな形で、この地域について緑ですとか、赤

ですとか、こういった形で示したのがこの図面になっており

ます。 

        それと、もう 一点、ことしの９月に県の方から、市町村合

併 に 伴 う 都 市 計 画 区 域 の 再 編 に つ い て と い う よ う な こ と で

文書が入っているのですが、それをちょっと読ませていただ

きますと、まず、都市計画区域の再編については、市町村 合

併を優先させ、合併が確実になった時点で市町村との調整を

図り、速やかに都市計画区域の再編手続に着手するというよ

うなこともうたわれていまして、都市計画区域の再編に伴う

都市計画区域の名称、上福岡都 市計画ですとか、今富士見 都

市計画入っていますが、その名 称については、主要な市町 村

の名称とするというようなこと にもなっていますので 、これ

から、先ほどありました都市計画マスタープランですとか地

域づくり、そういった住民のご 意見も伺いながら、県との 調

整を踏まえてその都市計画区域 が再編されていくのだ と。そ

れによりますものとなりますと 、大まかな、緑で示してあ り

ますが、農業地域はこの辺にな るのだとか、赤い部分で示 し

てあります商業地域はこの 辺になるのですとか、そ う い っ た

ものが具体化されて、それに基づいたまちづくりが行われて

いくというように考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  能登委員。 

 

能登委員    そうしますと、この土地利用方針図というのは、あく まで

もイメージであると。現状とは離れているからイメージであ
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ると。それで、いろんな面の関係のところで、ある程度のと

ころを網羅して、このようには 掲げているけれども、今後 い

ろんな面で、大井町も、また上 福岡市もいろんな関係の中 か

ら、先ほども話がありましたけれども、都市計画利用、いろ

んな面で区画整理事業だとか、あらゆるものをやって、そ れ

でいろんな流れの中でまちづく りをつくってきた。そ れは、

一つとしては基本になるけれど も、今の現状として、商業 地

域ということで、私たちの方で 、上福岡市の駅の周辺が真 っ

赤っかで、それで川越街道に面しているところの主要幹線道

路 の と こ ろ に 商 業 地 域 が 今 非 常 に 大 井 町 と し て は 活 発 に そ

ういうふうに行われているけれども、小さな丸がちょんと入

っているだけ。あとは、ふじみ 野駅の隣のツインタワーの と

こ ろ に 区 画 整 理 事 業 で 開 発 し た ア ウ ト レ ッ ト モ ー ル 的 な 商

業 地 域 の と こ ろ で イ メ ー ジ で 一 つ 。 そ う い う よ う な 形 の 中

で、土地利用方針図と書いてあ りますから、これが基本に な

って、反対にこの図は、土地利 用図というのではなくて、土

地利用区分についての基本 方針というものは、この文面につ

いて何も私に対しては 異論はないのです。この図を示された

ということにちょっと違う のではないかなと。住民の方々も

新 し い ま ち づ く り に 対 し て の イ メ ー ジ が わ か な い の で は な

い か な と い う よ う な 懸 念 が あ っ た か ら 、 基 本 的 な 考 え と し

て、この土地利用方針図というのはどういう形で使うのです

かという形でお聞きし ているのです。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務 局   今ご質問の中にありましたが、あくまで私、事務局の 方で

はイメージ図ということで 考えておりまして、実際には都市

計画図、街区を切って地区をき ちんとした、今１市１町持 っ

て い ま す そ の 都 市 計 画 図 に よ り ま す も の が 具 体 的 な ま ち づ

くりになっていきます。あくま でここでは大ざっぱに、具 体

的にどこの道路に接道しているとか、そういったこともこの

図面ではおわかりにならな いと思うのですが、あくまでこの

辺の地域が商業として やっていくのか、工業としてやってい

くのか、両側の方が緑色であり ます農業系の地域なの かと、

イメージとしてとらえてい ただければと思います。 

        以上です。 

 

能登委員    了解しました。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        野溝委員。 
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野溝委員    野溝です。 

        ただいまの質 問の中で、事務局から答弁もありました が、

都 市 計 画 区 域 の 再 編 に つ い て は 合 併 し た 新 市 を 優 先 す る と

いうことでありますので、そういった点では、合併後、上福

岡、大井が一つの計画区域の中でまちづくりが進む方向性と

いうものは明らかになって いくかなと思います。先 ほ ど 塚 越

委員さんからも同じような質問 があったわけですけれ ども、

日 ご ろ ど ち ら か と い う と 反 対 論 を 唱 え て お り ま す 塚 越 委 員

さんが、そういう都市計画をし っかりやれば、なかなか合 併

にご理解をいただけない方、あるいは反対の方も理解をいた

だけるようになるのではな いですかというような、私 は 応 援

のメッセージとして冒頭聞かせ ていただいておりまし たが、

全 く そ の と お り か な と 思 う の で す 。 新 市 建 設 計 画 と い う の

は、夢を形にしていくために、まず入り口として大切なこ と

ですから、住民の皆さんに、合併によって私たちの新しい ま

ちがどうでき上がっていくか、そこに向かっていくための夢

を形にしていくために大切 なものでありますので、そ う い っ

た点では、事務局からも再三答 弁がありましたとおり、合 併

後は富士見都市計画、そして上福岡の都市計画を一日も早く

統一化を図っていくということ の答弁がありましたの で、ま

ずそういったものをこ の土地利用について、しっかりと新 市

建設計画の中にうたっていただ きたいなと私は思います。 

        そこで質問なわけですが、17ページの３の土地利用につい

ての基本的な考え方の（３）であります。圏域内の交通ネッ

トワークの活性化でありますが 、私たちのところも大変、昔

から比べればバス路線も多 く出てきたりしまして、幾 分 利 便

性は図られておりますが、しかし限られた路線しかまだな い

エリアであります。上福岡の西 口通り線も開通し、ターミ ナ

ルもできますと、また新たな路線もできるようであります け

れども、しかしまだまだ十分ではな い点もあろうかと思い ま

す。そのようなことから、ここ にうたわれている圏域内及 び

周辺自治体との道路ネット ワークづくりを進め、圏 域 内 交 通

手段の充実を図りますと記 されておりますが、圏域内の交通

手段、どのように計画として今 考えているのか、お示しい た

だければと思います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    た だ い ま ご 質 問 い た だ き ま し た 圏 域 内 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク

の活性化ということでございま すが、この後、次回第３回 会

議には、任意協でお示ししまし た、委員の皆様からいただ い
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た提案に基づきますそれぞれの 施策、入ってきます。その 中

で、例えばの話、圏域内交通手段としますと、ただいま大井

町さんで運行されています 町内のバスですか、循環バスです

か、ああいったものも、ですから新市に向けて、そのルート

が１市１町一体的な整備と いうことで考えますと、公 共 施 設

を回るルートですとか、そうい ったルートの変更です とか、

そういったものを含めて、交通手段とすると考えられるの か

なと思います。任意協の段階で 委員さんの提案の中にも、や

はりそういったバスの運行ですか、循環バスの運行という ご

提案もありましたので、そういったものも含まれていくのか

なというふうに考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  野溝委員。 

 

野溝委員    この土地利用方針 図からいきましても、上福岡市、大井町

の 中 で は 住 宅 系 地 域 が 大 部 分 を 占 め て い る わ け で あ り ま す

ので、今後人口誘導を図ってい くためには、そういった交 通

手段というものを明確につ くっていかないと、これからの少

子 化 の 中 で 、 首 都 近 郊 と い う こ の 30キ ロ エ リ ア の 魅 力 を 持

たせていくには、魅力に欠ける部分ではないかなと思いま す

ので、今後しっかり交通手段につきましてはこの中に入れて

いっていただかなければならな いのかなと思います。 

        そこで、もう 一点ですけれども、これはなかなか、県 の事

業でありますので、私どもがどうこう言えるものではござい

ませんですし、昨今の経済状況 からいきましても、県の財 政

状 況 が 厳 し い 中 で 実 現 性 は 大 変 難 し い も の も あ り ま す け れ

ども、県の方から示されております県の東西交通の新システ

ムでありますが、ふじみ野駅周辺を通り所沢というふうな も

の が 以 前 示 さ れ て お り ま す 。 こ れ ら と の 今 回 の 新 市 建 設 計

画、どのようにお考えか、示していただければと思い ます。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務 局   ただいまご質問ありましたが、今県事業ということで 、合

併 協 の 方 か ら 県 の 方 に こ う い っ た 事 業 を や っ て く だ さ い と

いうのが、大井町さん、上福岡市さん、両方出てきましたの

で、そういった事業を県の方に 調整として上げており ます。

そういった中で、今県の事前の 調整、回答待ちの状態なの で

すが、そういった中で県の方がどういった形で新市の合併の

ために推進してくれるのか ということも含めて、こ れ か ら そ

ういったことも出てくるのかと 思います。そしてまた、委 員
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さんからの提案ですとか、２市２町のときからそういった こ

とも入っておりますので、そういったものも含めての新市 の

計画づくりになるのか なと思っています。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ないようでございますので、協議事項①の協定

項 目 10の 新 市 建 設 計 画 、 第 １ 章 ～ 第 ３ 章 に つ い て 、 お 諮 り

したいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        そのように決 定をさせていただきたいと思います。原 案の

とおりということで決定を させていただきます。 

        休憩いたします。 

 

午後３時１１分休憩 

午後３時２１分再開 

 

会長（議長）  それでは 、再開をしたいと思います。 

        次に、協議事項②の協定項目７、地方税の取扱い（案）に

ついて協議します。 

        事務局から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、会議資料の19ページをごらんください。協議 事

項の２番目からとなりますけれども、本日の協議内容を表に

して掲載してございます。19ページから21ページの表です

け れ ど も 、 本 日 は 特 例 法 に 規 定 さ れ て い る 協 定 項 目 が ２ 項

目、その他の必要な協定項目が13項目、計15項目の審議を

お願いいたします。 

        この表の中段には、協議内容ということで、本日の調整方

針（案）の概要を掲載してございます。なお、調整方針（案）

につきましては、任意の協議会でご審議をいただきました 内

容をもとに作成しておりますので、よろしくお願いいたし ま

す。 

        それでは、１ 点ずつご説明をさせていただきます。ま ず、

協 議 会 資 料 の 22ペ ー ジ を ご ら ん く だ さ い 。 協 議 事 項 の ② 、
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協定項目の７、地方税の取扱いについてご説明を申し上げま

す。 

        23ページをごらんいただきますと、調整方針（案）がござ

います。上福岡市と大井町の税 制度につきましては、ほと ん

ど相違がございませんで、唯一税率等に差異がある都市計 画

税率につきまして調整方針 を出しております。この方針（ 案 ）

で は 、 上 福 岡 市 が 採 用 し て お り ま す 0.25％ に 合 わ せ る と い

う内容となります。 

        23、24ページと26ページまで現況を掲載しておりますけ

れ ど も 、 税 率 を 変 更 し た 場 合 の 影 響 額 で す け れ ど も 、 27ペ

ー ジ 、 参 考 資 料 と し て 掲 載 し て ご ざ い ま す 。 平 成 15年 度 の

税収の決算額で試算をいたしま したところ、大井町が0.3％

で ご ざ い ま す の で 、 こ れ を 0.25％ に 合 わ せ た 場 合 に 約 １ 億

円の影響が出るということ で試算してございます。参 考 と し

てごらんくださいませ。 

        協議事項の② 、地方税の取扱いについての説明は以上 とな

ります。よろしくご審議のほど お願い申し上げます。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議 事項②の協定項目７、地方税の取扱い（ 案）

について、事務局から説明がご ざいました。資料といたし ま

しては、22ページから27ページまでです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

        ございませんか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項②の協定

項目７、地方税の取扱い（案）について、お諮りしたいと思

います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項②の協定項目７、地方税の取扱い（案）

につきましては、原案のとおり 決定させていただきます。 

        次に、一般職の関係に入りたいと思います。次に、協議事

項③の協定項目８、一般職の職員の身分の取扱い（案）につ

いて協議をしたいと思います。 

        事務局、説明をお願いいたします。 



 

 - 26 -

 

事  務  局   それでは、協議会資料の28ページからになります。引き続

きまして、協定項目の８、一般 職の職員の身分の取扱いに つ

いてご説明をさせていただきます。 

        29ペ ー ジ を ご ら ん い た だ き ま す と 、 調 整 方 針 が ご ざ い ま

す。一般職の職員は、合併する場合につきまして、合併の日

の前日に失職するものでありま すけれども、合併特例 法で、

引き続き新市の職員としての身 分が保障されるととも に、身

分 の 取 扱 い に つ い て も 公 正 に 処 理 す る よ う 定 め ら れ て お り

ます。 

        そこで、調整方針といたしましては、一般職の職員は すべ

て新市に引き継ぐこととし、１として、職員数は新市にお い

て適正化に努めることとします 。２として、職名等につい て

は、合併時までに調整し、統一を図ります。３として、職員

の給与についても統一を図 ることとします。 

        なお、32ページ、ごらんいただきますと、参考までに現在

の 職 員 の 年 齢 別 配 置 状 況 を 掲 載 し て お り ま す 。 全 体 と し て

45歳 以 上 の 職 員 が 多 く お る た め に 、 平 均 年 齢 も 高 く な っ て

ございます。参考としてご らんくださいませ。 

        これで、協議事項の３番目、一般職の職員の身分の取扱い

についての説明を終了します。よろしくお願いいたし ます。 

 

会長（議長）  ご苦労さまです。 

        ただいま協議 事項③の協定項目８、一般職の職員の身 分の

取扱い（案）について、事務局から説明がございました。資

料といたしましては、28ページから32ページまでです。 

        ご質問等、ご意見がありましたら、発言をお願いいたしま

す。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    職員等の身分につ いてというのは、合併した市町村の 話を

聞きますと、なかなか非常に差 しさわりの多い話なの です。

さいたま市などからもいろんな 話が聞こえてきますし 、また

ほかからもいろんな話 が聞こえてきます。上福岡市と大井町

で見てみると、この表、よくできているので、職員１人当た

りの住民数で見ると、普通は市 の方が多いのだけれども、逆

に 町 の 方 が 多 く な っ て し ま っ て い る 。 上 福 岡 市 が 115人 で

大 井 町 が 135人 と い う 、 か な り 開 き が あ る の で す 。 そ れ か

ら 、 も っ と 大 き な 開 き は 、 30ペ ー ジ の 階 層 及 び 人 数 と い う

ところを見ると、部長と次長の数が、上福岡市は26人いて、

大井町は５人だと。係長級、副主査を含む係長級以上を見 て

も、大井町が94人で、上福岡市が200人を超えています。
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これで見ると、かなり管理職の 数に大きな差がある。人口 は

５ 万 4,000人 と ４ 万 8,000人 で 幾 ら も 違 わ な い の だ け れ ど

も、管理職の数が倍以上も違う というところが、これ 実際、

私は合併絶対反対なのですけれども、合併した場合だとして

も、なかなか実際に調整難しい問題が発生すると思うのです

けれども、ここに書いてある調整方針だけで果たして調整が

できるのかどうなのか、極めて 疑問が出るところなの です。

とにかく大井町の場合は、係長以上が94人 で、主 任・主 事・

技 師 が 217人 と 、 こ う い う 構 成 で す 。 上 福 岡 市 の 方 は 、 主

任 ・ 主 事 ・ 技 師 等 が 213人 で 、 そ れ 以 上 の 者 が 210人 、 ほ

とんど同数になってい るということで、なかなかこれリアル

な問題なので、難しいと思うの ですけれども、この調整方 針

の文言だけではイメー ジが出にくいので、実際問題これはど

うなのだろうということで、提案に当たっての検討の結果が

ありましたら、お答えいた だきたいと思います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   この職名等につきましては、31ページも参考としていただ

きますと、給料表で、上福岡市さんが８級制、大井町さんが

７級制ということで、次長職という部分が存在していないと

いう、ここの部分が差異がある ところで、人数についても 差

がございますが、基本的には調 整方針といたしましては、合

併時までに調整するということで、これにつきましては各 部

署の担当が１本になるような形で、合併時までに十分時間 を

いただいて調整をするというこ とになろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    先ほどの全体的な 方針のところ、新市建設計画のあっ たの

ですけれども、スリムな行政目指すということになっている

から、そうすると管理職総数が 何だかんだ言って、これ大 井

町 、 上 福 岡 市 両 方 足 す と 、 300人 ぐ ら い に な る の か な 。 す

ご い 数 な の で す 。 そ れ 以 外 が 400人 ぐ ら い 。 と な る と 、 こ

れ は そ こ の と こ ろ 大 幅 に 整 理 さ れ る と い う ふ う に こ れ は 読

めるのですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   まだ、組織機構に ついてもご提案をさせていただいて おり

ませんが、それらも含めまして合併時までに調整をさせてい
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ただくということにな ろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    これは、今仕事を している職員の士気、意欲、また労 働条

件に大きくかかわって くる問題なので、抽象的にしておいて

後で大問題が起きるよりは、や っぱりはっきりするも のは、

は っ き り し て お い て 調 整 す る と い う の が 正 し い の で は な い

かなというふうに思うのです。似たような管理職構成とって

いるところだと意外と問題 ないのですけれども、人 口 規 模 が

同じなのに、かなり違う構成と っているわけです。これは や

はり調整するといっても、相当難しい問題があると思いま す

ので、ぜひここのところ、私、大井町の方に伝えるけれども、

島田副会長の方も心して、やっぱり調整方針というのを具 体

的に出しておいてもらわないと 、いいか、悪いか、判断する

のも非常に不安だけが出てくる 。住民から見ても、これは 一

体どうなってしまうのだろうと いうことがありますの で、そ

こは副会長の方はどうですか。 

 

副 会 長   管理職が大変多い ということでありますが、先ほど事 務局

が申し上げましたように、まだ組織そのものが固まってい ま

せんので、現在のところ明確に 物を申し上げられませ んが、

行政改革というものがありますので、それらもやはり中心に

な っ て 考 え な け れ ば な ら な い 問 題 だ ろ う と い う ふ う に 思 っ

ております。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        山川委員。 

 

山川委員    今聞こうと思った ら、先ほど合併までに調整するとい うの

で 、 そ れ は 大 変 な こ と だ な と い う ふ う に 思 い ま し た け れ ど

も、合併そのものの国の方針は、行政リストラといいますか、

そういうことが目的のようです 。そうしますと、当然この 人

件 費 の と こ ろ で あ る こ の 職 員 の 身 分 の 問 題 と い う の は 大 き

な問題になってくると思うのです。 

        そこで、伺わ せていただきますが、32ページの参考資料 、

こ れ は 51歳 か ら 60歳 が 209人 と い う ふ う に な っ て お り ま

す 。 10年 間 の 計 画 で 、 現 況 の 現 職 員 は 引 き 続 き 新 市 の 職 員

と し て 身 分 保 障 さ れ る と い う こ と で す か ら 、 10年 間 の う ち

にこの方々が退職をされて、その人件費が合併の効果という

ことで計算をされるという ふうに思うのですが、こ れ は 先 ほ



 

 - 29 -

どもお話がありましたが、参考 資料でございますので、上 福

岡 市 と 大 井 町 と 別 々 に 何 人 い る の か と い う こ と を ぜ ひ 示 し

ていただきたいと思うのですが、どうでしょうか、伺います。

それから、何人ずつになるのか、後から、次の資料で結構で

すので、伺わせていただきます。 

        それと、特に職員の身分の問題ということでは、次回 の財

政計画の中で明らかに なると思うのですが、この点につい て

は人件費がどのくらい かかっているのか。上福岡市と大井町

と 別 々 の 人 件 費 に つ い て は 現 在 は わ か っ て い る の で し ょ う

か、伺います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   今回のご提案、一 般職の職員の身分の取扱いというこ とで

ご提案させていただい ておりますので、参考資料の不足の資

料であるとか人件費等 につきましては、幹事会とも調整をさ

せていただいて、会議資料とし て提案できるかどうか、検 討

させていただきます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    身分の取扱いとい うのであっても、やはり細かい資料 とい

うのは、その方々の身分の問題とい うことは大変重要にな っ

てくるわけです。先ほど塚越委 員が言いましたように、階 層

及び人数などが違って いるわけですから、そういう意味では

財 政 的 な 参 考 を ぜ ひ 聞 か せ て い た だ き た い と 思 っ た の で す

が、それは出ていない ということですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   この表を積み上げ るに当たりましても、上福岡市、大井町

は出てございますし、財政計画 の方では、人件費という枠 組

みで歳出を区分しておりますので、それも両方の積み上げ で

出ておりますので、資料としてはございます。ただ、新市の

財政計画、あるいは身分の取扱 いの中で、その資料につい て

は 幹 事 会 と 調 整 を さ せ て い た だ く と い う こ と で よ ろ し く お

願いいたします。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    今は答えられない ということなのですか。ぜひ答えて いた
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だきたいのですが。今は答えられないということでいいです

か。答えてください。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   本日は資料を持ち 合わせておりませんので、お答えす るこ

とができません。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        鈴木委員。 

 

鈴木委員    一般職の職員の身 分の取扱いということなのですが、これ

以外にもパート、臨時的任用職 員及び嘱託、その他の活動 で

さ ま ざ ま 重 要 な 仕 事 を さ れ て い る 方 が い る と 思 う の で す け

れども、これの取扱いはどうな るのかだけ、ちょっとこれ と

は 離 れ る か も し れ ま せ ん が 、 お 答 え い た だ け れ ば と 思 い ま

す。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   この協定項目の中 では、パートさんの取扱いの方針に つい

ては出させていただい ておりませんが、合理化できる部分は

合理化ということもありますの で、財政計画では、任意協 の

段 階 で は 極 力 効 率 化 で き る も の は 効 率 化 を さ せ て い た だ く

ということでやっておりました。協議会の中での調整方針と

し て は 、 パ ー ト さ ん の 取 扱 い と い う と こ ろ は 出 な い の か な

と。難しいものかなと 考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ないようでございますので、協議事項③の協定

項目８、一般職の職員の身分の 取扱い（案）につきま して、

原案のとおり賛成の方は挙 手をお願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項③の協定項目８、一般職の職員の身分
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の取扱い（案）につきましては 、原案のとおり決定させて い

ただきます。 

        次に、協議事項④の協定項目11、財産及び公の施設の取扱

い（案）について協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務  局    そ れ で は 、 協 議 会 資 料 の 33ペ ー ジ か ら に な り ま す け れ ど

も 、 引 き 続 き ま し て 、 協 定 項 目 の 11、 財 産 及 び 公 の 施 設 の

取扱いについてご説明をさ せていただきます。 

        34ページですが、方針（案）と課題問題点ございますが、

合併した場合の原則と いたしましては、関係市町が所有して

いた財産は、すべて新市に引き 継ぐとありますので、１市 １

町の場合も、財産及び公の施設は、調整方針（案）、新市に

引き継ぐこととしてございます。 

        35ペ ー ジ 以 降 、 現 況 を お 示 し し て お り ま す が 、 38ペ ー ジ

ですが、こちらではこの財産処 分につきましては、廃置分 合

の 議 案 審 議 の 際 に 合 併 関 連 議 案 と し て 議 会 で の 審 議 が 必 要

となってございます。財産処分に関する協議についての議案

を参考までに掲載してございま すので、ごらんください。 

        以上で、協定 項目の11、財産及び公の施設の取扱いについ

ての説明を終了します。よ ろしくお願いします。 

 

会長（議長）  それでは、今事務局の方からご説明がございました財産及

び公の施設の取扱い（案）について、ご質問等がありました

ら、どうぞ。ページ数は33ページから38ページまでです。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    36ページのところに、基金と債務の現況というのがあるの

で す け れ ど も 、 こ の 数 字 は い つ の も の な の か な 。 平 成 14年

度以降の支出予定額なんて 書いてあるのだけれども、い つ の

数 字 か な と い う の が 確 認 が 一 つ と 、 そ れ か ら 平 成 16年 度 予

算 の 今 直 近 の 補 正 予 算 段 階 で 、 そ れ が 執 行 し た と し て の 基

金、債務が、この数字に当ては めるとそれぞれどういうふ う

に な る の か 、 わ か り ま し た ら お 答 え い た だ き た い と 思 い ま

す。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   こちらの掲載させ ていただいている数字は、財産のと ころ

も そ う で す け れ ど も 、 す べ て 平 成 15年 度 の 決 算 と い う こ と

であらわしてございます。 

        予算の段階で すと、財政調整基金等もそうですが、取り崩
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し た も の が ま た 積 み 立 て ら れ る と い う 流 動 的 な 部 分 も ご ざ

い ま す の で 、 16年 度 当 初 予 算 に つ い て は こ こ で は 反 映 さ せ

てございませんで、数字についてもここに入れ込む予定はご

ざいません。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚 越 委 員     15年 度 決算と16年度の予算執行を前提にした数字では、

相当大きな開きが出てくるので はないかと思うのです 。政府

の方のいろんな制度も 動いてまいりますし、また地域の開 発

事業等やいろいろございますので、そういう点で一応参考 値

として、ここは審議の場ですか ら、予算執行をしたとして の

基 金 の そ れ ぞ れ の 残 高 及 び 債 務 の 残 高 は ど う な る の か と い

うことでお答えはいた だけませんか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   現在その数値、持 ち合わせておりませんので、幹事会 さん

の方とも調整をさせていただいて、資料として提供できる か

どうか、検討させていただきます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  ないようでございます ので、協議事項④の協定項目11、財

産及び公の施設の取扱い（案）について、お諮りしたいと思

います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  あり がとうございます。 

        挙手多数であります。 

        それでは、協議事項④の協定項目11、財産及び公の施設の

取扱い（案）につきましては、原案のとおり決定させていた

だきます。 

        続きまして、協議事項⑤の協定項目12、特別職の職員 の身

分の取扱い（案）につ いて協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 
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事  務  局   それでは、協議会資料の39ページからになります。引き続

き ま し て 、 協 定 項 目 の 12番 、 特 別 職 の 職 員 の 身 分 の 取 扱 い

について、ご説明をさ せていただきます。 

        40ページ、方針（案）ございますけれども、市長、町長、

助役、収入役、教育長などの常 勤の特別職、また各行政委員

会の委員などの非常勤特別職などは、新設合併の場合は合併

の日の前日にすべて失職す ることとなります。 

        そこで、調整 方針といたしましては、１として、新市 の市

長 は 合 併 の 日 か ら 50日 以 内 に 選 挙 を 行 い 、 そ の 間 は 市 長 の

職務執行者を置くこととします 。２として、特別職や行政 委

員会の委員等につきましては、すべて失職し、新市の長が 新

たに選任することとします。３、その他、法令等に定めの な

い、給与や報酬、定数等につきましては、１市１町の長が別

に協議して定めることとします。 

        42ペ ー ジ ま で 現 況 を 示 さ せ て い た だいておりますが、43

ページから参考資料を掲載させ ていただいてございま す。選

挙 ま で の 50日 間 に 行 政 の 各 種 処 分 が 行 わ れ ま せ ん と 住 民 生

活に大きな影響が生じることか ら、暫定の予算や条例、行 政

委員会などの設置が認 められてございます。これらの内容 を

掲載しておりますので、参考ま でにごらんくださいませ。 

        以上で、特別 職の職員の身分の取扱いについての説明 を終

了します。よろしくお 願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議事項⑤の協定項目12、特別職の職員の身 分の

取扱い（案）について、事務局から説明がありました。資料

としては39ページから46ページまでです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、お受けしたいと思 いま

す。ございますか。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    この調整方針（案）だけですと、上福岡市、大井町で現在

行っているというのはわか るのですけれども、合併した場合

は と い う こ と で 、 協 議 し て 決 め る と い う こ と な の で し ょ う

が、どうなるかは全くわからな いわけですね。さいたま市 な

んかでも、合併した後、議員報 酬が大きく上がるなんてい う

ことで大いに話題になって いるのですけれども、５ 万 人 の 自

治 体 が 10万 人 に な る と い う こ と で 、 こ れ ら の 特 別 職 報 酬 は

このまま据え置くというよ うな表現というのは、こ れ は で き

ないのですか。 
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会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   特別職の報酬です とか議員さんの報酬につきましては 、す

べて報酬審議会等を通しまして、議会での議決が必要となり

ますので、調整方針（案）としては、そこまではお書きでき

ないと。あくまでも長が協議し て、それを条例等で議会で 審

議 を し て い た だ く こ と に よ っ て 固 ま っ て い く と い う こ と に

なりますので、あくまで方針（案）を示させていただいて い

るというところでございます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    ということで、５万人規模の自治体が10万人規模の自治体

になった場合の報酬については、この方針（案）では、それ

が据え置きなのか、上がるのかについての約束も保証もでき

ないという方針だという確 認でよろしいですね。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   もう一点、こちらはあくまで協定項目の方針（案）を示さ

せていただいておりまして、財政計画でもこの部分につきま

しては触れさせていただくこと になりますが、その中 では、

ある程度、現在の報酬が同一だ った場合、あるいは類似団 体

の報酬等参考にしたということを、何かしらの数字を利用 さ

せていただいて計算を させていただいて、そこで行革の効果

が あ る の か ど う か を 判 断 さ せ て い た だ く と い う 予 定 で い く

つもりでございます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    そうすると、財政 計画のところで一定の予測値みたい なの

を踏まえながらという ことでやっておいて、こっちの身分 取

扱いのところでは、それはわからないのだということでなっ

ているということだと、この取 扱いについては、やっぱり わ

からないというふうに言わざる を得ないのですけれど も、結

局そういうことですね。 

 

会長（議長）  事務局。 

 

事 務 局   先ほど申しました ように、報酬の額等につきましては 議会
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での議決が必要となりますので、こちらでは書けないという

ことになろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  これは審議会で決めて いただくことですから、今ここ で決

められるわけがない。 

        ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ないようでございますので、協議事項⑤の協定

項 目 12、 特 別 職 の 職 員 の 身 分 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お

諮りをいたします。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑤の協定項目12、特別職の職員の身分

の取扱い（案）につきましては 、原案のとおり決定させて い

ただきます。 

        次に、協議事項⑥の協定項目13、条例・規則の取扱い（案）

について協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、協議会の資料の47ページからとなりますけれど

も 、 引 き 続 き ま し て 、 協 定 項 目 の 13番 、 条 例 ・ 規 則 の 取 扱

いについてご説明をさ せていただきます。 

        48ページに調整方針をまとめておりますが、条例、規則に

つきましては、協定項目や事務のすり合わせに伴う調整方針

に基づきまして統一し、新市における事務事業に支障を来さ

な い よ う に 整 備 す る こ と と い た し ま す 。 参 考 と し て 、 49ペ

ージに暫定施行する条例ですとか、専決処分する条例等の 区

分を示してございますけれども、合併時に統一が困難なもの

は旧市町の条例を暫定 的に施行しまして、新市になって空白

期間が許されないもの、あるい は住民の皆様の権利、利益 に

かかわるもの、職員の勤務条件 に関するものなど、これに つ

きましては専決する条例という ことになっております。 

        なお、50ページから、さいたま市の例を出させていただい

ておりますが、合併したときに 、市長の職務執行者により ま

し て 283件 の 条 例 が 専 決 処 分 さ れ て ご ざ い ま す 。 そ の う ち

の主な条例を掲載しておりますので、参考としてごらんくだ
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さい。 

        以上で、13番目、条例・規則の取扱いについての説明を終

了します。よろしくお 願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        た だ い ま 協 議 事 項 ⑥ の 協 定 項 目 13、 条 例 ・ 規 則 の 取 扱 い

（ 案 ） に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た 。 資 料 は 47

ページから53ページまでです。 

        ご質問、ご意 見等ありましたら、発 言をお願いします。 

        鈴木委員。 

 

鈴木委員    このさいたま市で 専決処分した条例というの、ここで いき

なり専決処分というのが話が出 てきたのですけれども 、どれ

を専決処分にして、どれをしないのかというのはどこで決め

るのですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   今の協議会資料の49ページの２番として、専決処分する 条

例ということで、新市の制度として専決処分にする条例を こ

こに掲げさせていただいており ます。基本的には、行政を 執

行する上で空白期間を 許されないもの、また勤務条件に関す

るもの、権利保護に関するもの ということで、これらにつ き

ましては、先ほどの調整方針に もございますように、事務 の

すり合わせであるとか、その中で専決処分する条例になるの

か、あるいは暫定施行する条例になるのかを検討することに

なります。 

 

会長（議長）  鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員     事 務 の す り 合 わ せ の 中 で や る と い う ふ う な こ と で あ る な

らば、ここにやっぱりそれは、どれを専決処分するのか、し

な い の か と い う ふ う な こ と は 示 さ れ て し か る べ き だ と 思 う

のですけれども。そうしないと 、ぱっと見ただけであれで す

けれども、例えば情報公開条例 なんていうのは、大井町と 上

福岡市では大幅に食い 違っております。これをどういうふう

な形で決定するのかというのは、市民生活にかかわる重大な

問題だというふうに私なん か思うのですけれども、こ れ を 専

決処分としてやるのであれば、それなりの議論が要るなとい

うふうに私は思います。この点なんかはいかがでしょ うか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 
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事  務 局   情報公開条例につ きましても、住民の皆様の権利保護 に関

す る 分 野 に 属 さ れ る も の と い う こ と で 専 決 処 分 さ れ て お る

かと思います。さいたま市の場 合は、このようにやったと い

うことで、これを参考にしなが ら、事務のすり合わせに入 っ

た段階では、どの部分を専決するかというのを検討すること

になろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  鈴木委員。 

 

鈴木委員    この場には報告さ れないということなのですか。そこ だけ

を ち ょ っ と 確 認 し た い の で す け れ ど も 。 ど れ を 専 決 処 分 し

て、しないのか。内容的にはど ちらの形でいくのかという ふ

うなことについて。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    現 在 す べ て の 条 例 を 精 査 し て 検 討 し て い る わ け で は ご ざ

いませんので、参考までにさいたま市が専決処分したような

条例につきましては、そのような方向になろうかと思います

けれども、それをここの協議会の場で一つ一つ審議をすると

いうことは予定しておりません。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        山川委員。 

 

山川委員    引き続き同じ質問 なのです。専決処分した条例という のが

出ておりまして、大変住民の利 益にかかわる問題、また上 福

岡市独特の条例などもございます。特に市民参加でつくり ま

した介護保険とか環境基本条例とか、そういうものが専決処

分されているわけです。そうす ると、やはり先ほどから鈴 木

委員が言っているように、どこ でこれが検討されるのか。そ

して、どの条例が専決処分され て、そして議会に提案する も

の は 何 な の か 。 613の 、 市 町 の 長 が 所 管 す る 条 例 、 規 則 が

あるわけです。それで、あとずっと、水道とか下水とか、ま

た企業会計でやっているような ものの条例もあるわけ です。

ですから、そういうものについ ては一体、これは専決処分 す

るけれども、これはすり合わせ をするとか、そういうこと を

きちんと示していただかないと、これはちょっと取扱いとい

う以上は、取扱いはどうなるのかということを示していただ
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くことが大事だと思うので すが、どうでしょうか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   あくまでも一つ一 つの行政現況等を調査しながら、事 務の

すり合わせの段階で暫定施行。暫定施行というのは、今あ る

条例を、例えば上福岡市だったら上 福岡地域だけに施行さ せ

る、あるいは大井町の地域だけ に施行させる。あるいは一 つ

の条例としてつくるのかというのは、事務のすり合わせの段

階の中で行っていくこ とになります。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    事務のすり合わせ はどこでやって、そしてそれはこの 法定

合 併 協 議 会 の 中 に 明 ら か に な る の か ど う か と い う こ と を 再

三にわたって聞いているのです。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   今のところの予定 では、事務のすり合わせについては 、合

併の準備組織、こちらで行うこ ととなろうかと思います。合

併 協 議 会 に お き ま し て は 調 整 方 針 を ご 確 認 い た だ く こ と が

委員さんのお役目となるこ とになると思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    方針だけ、取扱い についての方針だけを法定合併協議 会で

決めろと。しかし、その行方は どうなるかわからないなん て

いうのは、やはり大変無責任だと思うのです。それは、合併

後に決めるという、今の話ですと合併後に調整して決めるの

だということですけれども、この住民参加でつくった条例は

どうなるのか、そしてこの住民の権利を守るというような問

題についてはどうなのか。そういうことがやはり示されな い

と、賛成、反対というのは表明 できないのではないで すか、

委員は。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   合併後に決める場 合につきましては暫定施行する、合 併前

に 決 め る も の に つ き ま し て は 専 決 処 分 を す る と い う 形 に な
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ろうかと思いますが、いずれに せよ、両市町の行政調整の 段

階 で 審 議 し た も の を 各 議 会 さ ん の 方 に ご 説 明 を し な が ら 進

めていくことになろう かと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  鈴木委員。 

 

鈴木委員    つまり、これを専 決処分するというふうなことについ て、

事務的なすり合わせをしたら、それは議会に示されると。今

のお話だと、そういうふうな理 解でよろしいのですか。ど こ

で そ れ が オ ー プ ン に な る の か を 確 認 し て お き た い の で す け

れども、いつの議会で。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    合 併 前 の 議 会 で 議 決 を い た だ く も の も あ ろ う か と 思 い ま

す。あるいは、長の職務、権限として条例を専決処分するも

のもあろうかと思います。それ らも含めて、事務のすり合 わ

せの中で行政現況を把握しながら、行政間の調整をすると い

うことになろうかと思います。なお、影響が深いものにつ い

ては、例えば決まり次第、広報 等で周知をするなりの広報 活

動はするものと考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    今回ここで議論さ れている合併というのは、新設合併 とい

うことが前提で議論されて いるわけですから、新設合併の際

は、上福岡市、大井町それぞれの法人格が廃止をされて、新

たな法人が誕生するということで、人格としては一度中断 し

て新しいものができる。終わっ て、新しいものができると い

うことになるわけだから、法人 格が連続する合併よりは、や

は り こ う い う 点 に つ い て は 協 議 の 段 階 で き ち っ と し て お く

必要があるのではないかな というふうに思うので、質 問 し ま

す。 

        こ れ で す と 、 さ い た ま 市 の 例 を ぼ ん と 出 し た だ け で あ っ

て、これはあくまでもさいたま 市の例であって、時間がな い

のはわかるのですが、やはりここは上福岡市と大井町の法定

合併協議会だから、上福岡市と 大井町に、少なくとも条例 が

こういうものがあって、規則が こういうものがあって、要 綱

や何かもこういうのがあってと いう一覧表ぐらい出て きて、



 

 - 40 -

それが上福岡市だけにあるもの 、大井町だけにあるもの、ま

た内容によってはまたがっ ているものだとかという、そ の 整

理ぐらいはしたものを提示し、我々も認識すると同時に、や

っ ぱ り 市 民 に わ か る よ う に す る と い う 過 程 を 経 て 判 断 を し

ていかないと、とにかく合併になったら今までのは全部失効

してしまうわけですから、失効した後どうするのだといっ て

も、これだけの決め事だと、事 実上の白紙委任に等しい内 容

ではないかなと思うのです。それぞれ独自の条例やなんかも

結構ありますので、それがどう なるかというのは、ここに あ

るように、当分の間、引き続き施行することができるとい う、

いわゆる暫定施行扱いに、では 何がなるのか、何がならな い

のか。きっかりと線引けるものでもないと思うのですけれど

も、はっきりするのは何なのか 、グレーゾーンに何がある の

かとか、そういうことが少なくとも 列記されていないと判 断

のしようがないと思うし、やっぱり主権者である住民がわ か

らない状態で協議が承認さ れていくというのは、う ま く な い

と思うのです。法治国家ですか ら、主権者である住民がわ か

らないまま決まるというのは、あってはならないことだとい

う ふ う に 私 は 思 う の で す が 、 こ れ は い か が な も の で し ょ う

か。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   例えば今のお話の中で、合併協定項目26項目やっておるわ

けですけれども、例えば国民健 康保険につきましては、税 率

等につきましては差異があるので、合併後調整するとなっ て

ございます。基本的に、合併後 調整するものについては暫 定

条例を施行するということにな ります。ですから、介護保 険

等につきましても、その年度のときに調整をするということ

になっておりますので、介護保険条例についても暫定施行す

ると、そのような形になろうか なと。ただ、統一する もの、

例 え ば 都 市 計 画 税 を 0.25％ に 合 併 時 に し ま す よ と い う 場 合

につきましては、税条例については１本のものになるのか な

と。そのような区分で、協定項目の内容によりまして、暫定

施行するものがあったり、専決 処分するものがあったり、あ

るいは通常の新市の長が選 ばれた後の議会で、その長からの

提案で決まる条例もございますので、そういう区分を今後検

討 し て い く と い う こ と に な り ま す が 、 基 本 的 な 大 き な 部 分

は、この協定項目の中で調整方針を示させていただいていま

すので、それによって暫定施行する ものと専決処分するも の

と分かれるということにな ろうかと思います。 

        以上です。 
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会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    そういう暫定施行 するものと、それから新たにつくっ て施

行 し な け れ ば な ら な い も の と 、 い ろ い ろ あ る と 思 う の で す

が、その区分がどういうものが出てくるのかということにつ

いて、この法定協議会では最後まで提示はできないまま承認

というふうになってし まうのですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   一応条例、規則に ついての取扱いについての方針を示 させ

ていただいておりますので、その内容につきましては幹事会

の方と、こちらの協議会に出せ るものというのは、やはり 協

定項目に絡む条例、規則等にな ろうかと思いますが、そこ ら

辺 の 取 扱 い に つ い て も 幹 事 さ ん の 方 と 調 整 を さ せ て い た だ

きたいと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    上福岡市、大井町で隣同士だけれども、かなり違うものも

結構あるのです。例えば、まちづくりなんかの問題で、マ ン

ション建設に係る問題なんか、大井町独自に条例持っていま

すよね、紛争防止等あっせん調 停で。こういうのなん かは、

もし暫定施行というので、大井 町はそのままいく、上福岡 市

がないというなら、それはそれ でいいのですけれども、調 整

されて、なくなってしまうので は困るし、それは一例です け

れども、ほかにもたくさんあると思うのです。だから、重要

なものについては、事務的なも のだけは、それは事務屋さ ん

の方にお任せすればいいことで、住民に重大な権利や義務が

発生するものについては、やはりきちっと列記していただ い

て。でないと、主権者である住 民がわからないまま協定承 認

ということがあってはならない ことではないですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   政策的に行う条例 等につきましては、これは新市の市 長の

選 挙 後 の 議 会 の 中 で ご 審 議 を い た だ く こ と に な ろ う か と 思

います。 

        以上です。 
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            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見 がないようでございますので…… 

        協議事項⑥の 協定項目13、条例・規則の取扱い（案）につ

いて、お諮りしたいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  それでは、協議事項⑥の13、条例・規則の取扱いにつき ま

しては、原案のとおり決定 させていただきます。 

        続きまして、次に協議事項⑦の協定項目15、一部事務 組合

の取扱い（案）につい て協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   協議会資料の54ページからになりますが、協定項目の15、

一 部 事 務 組 合 の 取 扱 い に つ い て ご 説 明 を さ せ て い た だ き ま

す。 

        55ページをごらんいただきますと、合併することによりま

して、今までの市町の法人格は 消滅いたしますので、加入 し

ている組合等からもすべて 脱退することとなります。そ の 場

合の調整方針となりますが、１として、消防、衛生などの一

部 事 務 組 合 に つ き ま し て は 、 合 併 の 日 の 前 日 に 脱 退 し ま し

て、新市において合併の日に加 入をいたします。２と して、

広域連合、協議会、これは法定の協議会ということで、埼玉

県西部第一広域行政推進協 議会ございますが、その協議会等

に つ き ま し て も 、 合 併 の 日 の 前 日 を も ち ま し て 脱 退 し ま し

て、新市において合併の日に加 入をいたします。３と して、

開発公社、両市町の開発公社ご ざいますが、こちらは財産 等

は新市に引き継ぐという協定項 目の方針がございます ので、

合併時に一つの組織として再編 をいたします。４として、上

福岡市にございます運動公 園の施設管理公社は、新 市 に 引 き

継ぐとしてございます。 

        なお、59ページ以降に参考資料としてございますが、地方

自治法におけます一部事務組合、広域連合、協議会、土地開

発公社の位置づけを示 してございますので、参考までにご ら

んくださいませ。 

        以上で、協定 項目の15、一部事務組合の取扱いについての

説明を終了します。よろし くお願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議事項⑦の協定項目15、一部事務組合の取 扱い
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（ 案 ） に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が ご ざ い ま し た 。 資 料 は

54ページから60ページまでです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

        山川委員。 

 

山川委員    58ページの土地開発公社について伺います。 

        上 福 岡 市 、 大 井 町 の 土 地 開 発 公 社 が 持 っ て お り ま す 財 産

は、前の財産の引き継ぎですか 、財産及び公の施設の取扱 い

の中に入っているのか、いない のか、この点について伺い ま

す。また、これらについては、いつ明らかになるのでしょう

か、伺います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   財産及び公の施設 の取扱いにつきましては、市町で持 って

お り ま す 基 金 あ る い は 債 務 の 合 計 と い う こ と に な っ て お り

ます。開発公社が持っている内 容につきましてですか、こ れ

につきましては今回は 取扱いということで、開発公社は合 併

時に再編するということで、その取扱いを掲載させておりま

すので、その資料等につきましては、先ほど同様、幹事会さ

んの方と調整させていただ きたいと思いますので、よ ろ し く

お願いいたします。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑦の協定

項 目 15、 一 部 事 務 組 合 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り し

たいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑦の協定項目15、一部事務組合の取扱

い（案）につきましては、原案のとおり決定させていただ き

ます。 

        次に、協議事項⑧の協定項目16の①、使用料、手数料の取

扱い（案）につきまし て協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 
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事  務 局   協議会資料の61ページからになります。引き続きまして、

協 定 項 目 の 16、 使 用 料 、 手 数 料 の 取 扱 い に つ い て の ご 説 明

をさせていただきます。 

        62ページに調整方針を掲載してございますが、まず１とし

まして、税の証明ですとか住民票な ど事務手数料につきま し

ては違いがないので、現行のとおりといたします。２として、

公 民 館 や 体 育 館 な ど 社 会 教 育 施 設 あ る い は 社 会 体 育 施 設 の

使用料につきましては、施設の設置経緯や規模などの関係で

違 い が ご ざ い ま す の で 、 当 面 は 現 行 の と お り と い た し ま し

て、新市において速やかに調整 をすることといたします。ま

た、３として、文化・コミュニティ施設、福祉施設につきま

しても、当面現行のとおりとい たしまして、新市において 調

整を図ることといたします。４として、道路占用料は、上福

岡市の例によるといたします。 

        以上で、協定項目の16番、使用料、手数料の取扱いについ

ての説明を終了いたします。よ ろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議事項の協定項目16の使用料、手数料の取扱 い

（案）について、事務局から説明がありました。資料といた

しましては、61ページから72ページまでです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

        山川委員。 

 

山川委員    これは、住民生活にとって大変影響のある、また関心 の高

いものだと思います。そもそも 合併については、費用は低 い

方に合わせるというようなうた い文句がございますが 、これ

についてはどこにも書かれ ておりませんけれども、こ れ に つ

いてはいかがでしょうか、伺います。ごめんなさい、費用で

なくて負担はですね。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   調整方針の１番と いたしまして、各種事務手数料は違 いが

ないので、これは現行のとおり 。合わせる必要がございま せ

んということでございます。 

        また、２番、３番につきましては、利用者の方等、団体の

方もいらっしゃいますし、利用する方もいらっしゃいます の

で、合併までに、どちらが低い、高いというのは、その施設

の規模ですとか、できた年数と か、いろいろさまざまな問 題
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がございますので、どちらが高 い、低いを設定することは で

きないということで、当面は現 行のとおりといたしま して、

合 併 後 に お 話 し 合 い の 中 で 調 整 を す る と い う 方 針 に さ せ て

いただいてございます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山 川 委 員     基 本 的 に は 負 担 は 低 い 方 に と い う ふ う な こ と を 確 認 さ せ

ていただいていいですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   同じ施設で、同じ 形態で使っているもので差があるよ うな

ものについては、そのよう になるのかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑧の協定

項 目 16の ① 、 使 用 料 、 手 数 料 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お

諮り したいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑧の協定項目16の①、使用料、手数料

の取扱い（案）につきましては 、原案のとおり決定させて い

ただきます。 

        次 に 、 協 議 事 項 ⑨ の 協 定 項 目 17、 公 共 的 団 体 等 の 取 扱 い

（案）について協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務 局   それでは、協議会資料の73ページからになりますが、協定

項 目 の 17番 、 公 共 的 団 体 等 の 取 扱 い に つ い て ご 説 明 を さ せ

ていただきます。 

        74ページ、調整方針がございますが、新市は速やかな一体

性の確保のために、公共的団体の統合整備に努めるものとい

たしまして、その内容として、１として、１市１町で共通し
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ている団体は、合併時に統合す るよう、あるいは合併後速 や

か に 統 合 す る よ う 調 整 に 努 め る こ と と い た し ま す 。 ２ と し

て、統合に時間を要する団体に つきましては、当面現行の と

お り と い た し ま し て 、 10年 程 度 の 時 間 を か け て 統 合 す る よ

う調整をすることといたします 。３として、１市１町の独 自

の団体は、現行のとおりといたします。これが調整方針（案）

となります。 

        以上で、公共 的団体等の取扱いについての説明を終了 しま

す。よろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議事項⑨の協定項目17、公共的団体等の取 扱い

（ 案 ） に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た 。 資 料 は 73ペ

ージから75ページまででございます。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

        山川委員。 

 

山川委員    これも住民生活に とっては大変影響の大きな各種団体 、公

共的団体でございます。これは 、１、２、３と調整方針が あ

りまして、それぞれどれなのかということがここに示されて

おりません。社会福祉協議会は 一体、今までは例えばこれ は

課 題 問 題 点 な ど で 何 年 ま で に と か と い う ふ う に 書 い て あ る

のですが、合併時に統合すると かと書いてあるのですが、社

会福祉協議会、シルバー人材センター、商工会など、それぞ

れ書かれていないのですが、１、２、３のどれなのでしょう

か、伺います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   １か２ということ になろうかと思います。３は共通し てご

ざいませんので。例えば社会福祉協議会さんは１市１町に 共

通してございますので、１か２ になろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    １か２になるといっても、10年間を目途に統合するよう調

整に努めるというと、合併時に統合できない団体は合併後速

や か に と い う の と 、 10年 後 に 統 合 す る と い う の で は 、 全 く

違うわけです。そういうものか らすると、社会福祉協 議会、

シルバー人材センター、商工会 について、そういう公共的 団
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体があるよと示しておいて、あとは調整方針は１、２、３だ

よと。１か２だよというのは、余りにもちょっと、住民の利

益 と い う 点 で は 真 剣 に 考 え て い る の か な と い う 感 じ が す る

のですけれども、ちょっとどう なのでしょうね。その点に つ

いてお答え願います。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    基 本 的 に 社 会 福 祉 協 議 会 も シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー も 商 工

会も、法人格を持った別の団体 でございます。行政として 統

合しなさいと言うことはできま せん。あくまでも、新市に な

った場合については、統合整備に努めるよう努力をさせてい

ただくということになります。例えばの例ですと、社会福 祉

協議会さんなどは、他の合併事 例地では、社会福祉協議会 独

自の合併協議会というのをつく りまして、統合できる のか、

できないのか等検討してい る例もございますが、あ く ま で も

独自の法人格を持った団体ですので、行政の方針としてはそ

の努力規定を示させていた だくにとどまるのかなと、そ う い

うことになります。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山川委員    努力規定を示すと いうことですけれども、先ほどおっ しゃ

ったように、それぞれ法人格を 持っていますから、例えば 上

福岡市の社会福祉協議会、大井町の社会福祉協議会がそれ ぞ

れあってもおかしくないし、名前が違うとしても、社会福 祉

協議会が二つあってもおか しくないと思うのです。そ れ ぞ れ

の地域を指定して、そこで事業を行うとかという方法もある

のです。ですけれども、速やか に統合するように努めなけ れ

ばならないというふうに、こちらが言えるものかどうかと い

う こ と が 、 大 変 お か し な 問 題 だ な と い う ふ う に 思 う の で す

が 、 こ の 点 に つ い て は 統 合 整 備 を 図 る こ と が 方 針 な の で す

ね。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   課題問題点に書い てございますとおり、合併特例法で 定め

られてございます。新市におき ましては、合併市町村の一 体

性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよう努

めなければならないと位置づけ られてございますので 、調整

方 針 に つ き ま し て も 統 合 整 備 に 努 め る と い う こ と に な ろ う
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かと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにありますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑨の協定

項 目 17、 公 共 的 団 体 等 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り し

たいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑨の協定項目17、公共的団体等の取扱

い（案）につきましては、原案のとおり決定させていただ き

ます。 

        次に、協議事項⑩の協定項目18、補助金、交付金等の取扱

い（案）について協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務 局   それでは、協議会資料の76ページからになりますが、引き

続 き ま し て 協 定 項 目 の 18番 、 補 助 金 、 交 付 金 等 の 取 扱 い に

つきまして、ご説明をさせ ていただきます。 

        まず、77ページに調整方針を掲載してございますが、補助

金、交付金は、目的や効果等を総合的に勘案しながら、これ

までの経緯ですとか実績に 配慮いたしまして、次の内容で調

整することとしてございます。まず、１として、１市１町で

同一または同種の補助金については、統一の方向で調整をし

ます。２として、それぞれ独自の補助金につきましては、従

来の実績を尊重し、新市に移行 後、均衡を保つように調整 を

いたします。３として、整理統合できる補助金は、新市に移

行後、統合するように 調整をいたします。 

        78ペ ー ジ 以 降 に １ 市 １ 町 の 補 助 金 交 付 要 綱 を 掲 載 し て ご

ざいますが、法律や制度が固まっております補助金等につき

ましては、統合が比較的容易と なろうかと思いますが、各 種

団体等に関する補助金は、それまでの実績や経緯がござい ま

すので、関係団体の理解と協力とい うものが必要となるか と

思います。それに基づきました調整方針とさせていただいて

ございます。 

        これで、協定項目の18、補助金、交付金等の取扱いについ
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ての説明を終了いたします。よ ろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  ご苦労さまでした。 

        ただいま協議 事項⑩の協定項目18、補助金、交付金等 の取

扱い（案）について、事務局から説明がありました。資料は

76ページから83ページまでです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、お伺いしたいと思 いま

す。 

        塚越委員。 

 

塚 越 委 員     大 変 多 く の 団 体 が か か わ っ て い る 補 助 金 交 付 要 綱 な の で

すが、この調整方針（案）だけですと、では、ここのところ

が 実 際 ど う な る の か と い う こ と が よ く わ か ら な い よ う な 気

がするのです。同種の補助金に ついては、できるだけ早い 機

会に関係団体の理解と協力を得 て統一の方向で検討す ると。

検討するのだから、統一するとは書いていないといえばそれ

まででしょうけれども、何をもって同一または同種と定義す

るかというところなんかも難し いと思うのです。それ から、

独自の補助金については、従来 の実績を尊重し、新市に移 行

後、新市全体の均衡を保つよう に調整する。この辺も非常 に

玉虫色の表現で、独自のものな のだけれども、全体の均衡 を

保つようにと。となると、では 独自性がなくなるのではな い

かなとも読めるし、独自性を維持していってもいいのではな

いかなというふうにも 読めるということで、何とも理解で き

ないし、自分のところの団体だとか、またその事業について、

これはどうなるのだろ うということが、この法定協の協議事

項を見た範囲においては、多分わからないのではないかな と

思うのです。 

        この法定協の 前提としての議論の中に、やっぱり市民 によ

く 説 明 を し な が ら 進 め て い く こ と が 大 事 だ っ た の だ け れ ど

も、やっぱりよく説明してやっ ていかないと、意見も聞か な

いまま、一応並べるだけ並べて しまって、それで玉虫色の 表

現やっておいて、それで決めて しまって、あとは合併にな っ

てからだよと、こういう決め方 というのは、私はかなり無 責

任な感じがするのです。もうち ょっと、やっぱり一つ一つ に

ついての慎重な検討が 必要だと思うし、どれがどれに該当す

る か と い う の は 、 こ こ か ら で は 全 く わ か ら な い わ け で す よ

ね。一応区分としては、（１）、（２）、（３）の調整方針

になっているのだけれども、どの補助金の要綱が（１）、（２ ）、

（ ３ ） に そ れ ぞ れ 該 当 す る か と い う の は わ か ら な い わ け で

す。だから、わからないまま、いいですよというのは、私は

無責任だと思うのですが、 どうでしょうか。 



 

 - 50 -

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   基本的には、合併 協定項目の中で補助金等が統一され ると

いうことで、調整方針が固まっているものについては統一の

方向で検討するようになるのか なと。ただし、そのほかの 実

績等を尊重する必要が あるものについては、新市に移行後 に

理 解 と 協 力 を 得 な が ら 統 一 の 方 向 で 調 整 を す る と い う こ と

になろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    それは、（１）、（２）、（３）読めばわかるのです けれ

ども、個々の補助金交付要綱等について、その（１）、（２）、

（３）の区分のどれになるのか 、またその中間的存在に当 た

るのかという、そういう整理は 、できた状態での提案は不 可

能なのでしょうか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    こ れ ら に つ き ま し て は 、 事 務 の す り 合 わ せ 、 3,000か ら

4,000あ ろ う か と 思 い ま す が 、 そ れ ら の 内 容 を 精 査 し て か

らでないと整理は不可 能かと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚 越 委 員     3,000か ら 4,000あ る 事 務 の す り 合 わ せ を 精 査 す る と い

うのは、この法定協議会の期間内に は到底不可能に近いと い

うふうに思われるのですが、それはいつ精査をされるのです

か。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   合併準備組織を、 いつ立ち上げるかは別にいたしまし て、

そ の 中 で 合 併 時 ま で に 精 査 を す る と い う こ と に な ろ う か と

思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

        山川委員。 
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山川委員    調整方針の（２）の新市全体の均衡を保つよう調整す ると

いうふうに書いてありますが、これは廃止を意味するのでし

ょうか。廃止も含める ということですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

会長（議長）  それらも、新市移行後に各内情を調査しながら調整をする

ものとなろうかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  山川委員。 

 

山 川 委 員     廃 止 を 含 ん で い る の か と い う こ と を 聞 い て い る の で す か

ら、きちんと答えてください。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   ３番にもございま すように、整理統合できる補助金等 につ

きましては統合する。廃止も含めまして検討するものとなろ

うかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑩の協定

項 目 18、 補 助 金 、 交 付 金 等 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮

りしたいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは 、協議事項⑩の協定項目18、補助金、交付金等の

取扱い（案）につきましては、原案のとおり決定させていた

だきます。 

        次 に 、 協 議 事 項 ⑪ の 協 定 項 目 19、 行 政 連 絡 機 構 の 取 扱 い

（案）について協議します。 

        事務局の説明をお願いいたします。 
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事 務 局   それでは、協議会 資料の84ページ及び85ページになりま

す が 、 協 定 項 目 の 19番 、 行 政 連 絡 機 構 の 取 扱 い に つ い て ご

説明をさせていただきます。 

        まず、85ページごらんいただきますと、上福岡市と大井町

で は 、 行 政 連 絡 機 構 と し て 自 治 会 と 町 会 の 違 い が ご ざ い ま

す。市町との関係事業や実績、実情、経緯等にも違いがござ

います。しかし、一つの行政体になるわけですので、統一す

る必要もございます。そこで、 調整方針といたしまし ては、

行政連絡機構につきましては、当面現行のとおりとして、合

併後に町会、自治会等、住民組 織の皆さんと協議をしてい く

ものとさせていただい てございます。 

        以上で、行政 連絡機構の取扱いについての説明を終了 しま

す。よろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑪の 協定項目19、行政連絡機構の取扱い

（ 案 ） に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た 。 資 料 は 84ペ

ージから85ページです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑪の協定

項 目 19、 行 政 連 絡 機 構 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り し

たいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方、挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑪の協定項目19、行政連絡機構の取扱

い（案）につきましては、原案のとおり決定させていただ き

ます。 

        次に、協議事 項⑫の協定項目20、町・字名の取扱い（案 ）

について協議します。 

        事務局から説明をお願いいたします。 

 

事  務 局   それでは、協議会資料は86ページからになります。続きま

し て 、 協 定 項 目 の 20番 、 町 ・ 字 名 の 取 扱 い に つ い て ご 説 明

をさせていただきます。 

        87ページに調整方針ございますが、原則として、町字名に

ついては現行のとおりといたします。ただし、同一のものは 、
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合 併 時 ま で に １ 市 １ 町 の 長 が 協 議 し て 定 め る こ と と い た し

まして、なお住所の名称から「大字」を除くことといたしま

す。なお、同一の町字名として 、上福岡市、大井町とも、「中

央 」 と 「 武 蔵 野 」 と い う の が ご ざ い ま す が 、 参 考 資 料 で は

88ペ ー ジ に な り ま す け れ ど も 、 他 の 合 併 事 例 地 で の 調 整 方

針を掲載してございます。旧の地名を残すような方針で進 め

ている事例がほとんど でございますので、参考までにごらん

ください。 

        これで、協定項目の20番目、町・字名の取扱いについて の

説明を終了します。よろし くお願いいたします。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑫の協定項目20、町・字名の取扱い（案）

に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た 。 資 料 は 86ペ ー ジ

から88ページです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑫の協定

項 目 20、 町 ・ 字 名 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り し た い

と思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑫の協定項目20、町・字名の取扱い（案）

につきましては、原案のとおりと決定させていただき ます。 

        次に、協議事項⑬の協定項目21、慣行の取扱い（案）につ

いて協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   協議会資料の89ページからになりますが、引き続きまし て

協 定 項 目 の 21番 、 慣 行 の 取 扱 い に つ い て ご 説 明 を さ せ て い

ただきます。 

        資料90ページにございますように、現在１市１町では、そ

れぞれ独自の市町章、憲章、宣言、また花木鳥、花と木と鳥

ですが、これを持ってございま す。これらは新市に引き継 が

れるべきものではありませんので、これらの慣行につきま し

て は 、 す べ て 新 市 に お い て 検 討 す る と し た も の で ご ざ い ま

す。しかしながら、地域の祭りですとか地域行事、コミュニ
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ティですとか、伝統文化との結 びつきが強いもので、引き 継

ぐべきものにつきましては、従 来の実績等も勘案しな がら、

新市においても継続するという 調整方針でございます。 

        以上で、慣行 の取扱いについての説明を終了いたしま す。

よろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑬の 協定項目21、慣行の取扱い（案 ）に

つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た 。 資 料 は 89ペ ー ジ か

ら91ページです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、お伺いしたいと思 いま

す。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑬の協定

項 目 21、 慣 行 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り を い た し ま

す。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協 議事項⑬の協定項目21、慣行の取扱い（案）

につきましては、原案のとおり 決定させていただきます。 

        次に、協議事 項⑭の協定項目24、清掃事業の取扱い（案 ）

について協議します。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務 局   それでは、協議会資料の92ページからになりますが、引き

続 き ま し て 協 定 項 目 の 24番 、 清 掃 事 業 の 取 扱 い に つ い て ご

説明をさせていただきます。 

        資料93ページ、右側に課題がございますように、ごみの収

集方法ですとか収集回 数につきましては、処理施設の整備状

況ですとかシステムの違いから、すぐに統一することは困難

でございます。そこで、調整方 針といたしまして、１として、

分別の収集方法ですとか収集回数は、当面は現行のとおりと

いたしまして、新市で作成いたします処理計画により調整を

図るものといたします。また、２として、ごみの処理・処分

手数料につきましては、負担の低い上福岡市の例によること

といたします。３として、処理業に係る申請手数料は、大 井

町の例によるものといたします。 

        これで、協定 項目の24番目、清掃事業の取扱いについて の
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説明を終了いたします。よろし くお願いいたします。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑭の 協定項目24、清掃事業の取扱い（案）

に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 が ご ざ い ま し た 。 資 料 は 92ペ ー

ジから94ページであります。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、お伺いしたいと思 いま

す。 

        鈴木委員。 

 

鈴木委員    清掃事業について 、合併後に統一を図っていくという こと

に な る の で す け れ ど も 、 そ う し ま す と 、 先 ほ ど 協 定 項 目 13

の方でさいたま市の例として、廃棄物の処理及び再利用に関

する条例、清掃センター条例は専決処分の対象とされている

のですけれども、専決処分をすることができないというふ う

に思うのですが、この点は いかがでしょうか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   条例につきまして は、先ほどご説明させていただきま した

とおり、事務のすり合わせの中で統 一できるものは統一い た

しますと。ただ、こちらのように、当面現行のとおりとす る

というのは、ここで条例が必要となるものについては暫定的

に 両 市 町 の 一 部 の 地 域 で 施 行 す る と い う こ と に な ろ う か と

思います。あくまでも、先ほど はさいたま市の参考という こ

とですので、そのまま引き継ぐというものではございません

ので、よろしくお願いいたします。 

 

会長（議長）  よろしいですか。 

        ほかにございますか。 

        塚越委員。 

 

塚 越 委 員     こ の 調 整 方 針 だ と 、 果 た し て ど う な る だ ろ う か と い う の

が、ちょっと読み取れないと思 うのです。ごみの問題とい う

のは、一日も休むことができない非常に重大な問題なのです

が、手数料が上福岡市の例による、これはわかるのです。申

請手数料は大井町の例による、これははっきり書いてあるけ

れども、１のところで読んでみると、収集方法及び収集回数、

それから処理施設の整備状 況及び集積場の状況、収 集 方 法 の

周知などの課題から、当面現行 のとおりとし、新市におい て

作成する一般廃棄物処理計画に 基づき調整すると。だ から、

新 市 に お い て 作 成 す る 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 の 方 向 性 と い う

のは、現段階ではわからないの は当然なのですけれども、い



 

 - 56 -

わゆる調整するといっても、全くわからない状態での調整だ

から、事実上、白紙に近い。２ 、３はわかりますけれ ども、

１については白紙に近いという ふうに解せられますが 、そう

いうことですね。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   １番につきまして は、こちらに書いてございますよう に、

処 理 施 設 の 状 況 か ら 合 併 時 ま で に 統 一 す る こ と は で き な い

ということでございますので、新市におきまして一般廃棄物

処 理 計 画 を 作 成 す る と い う こ と が 調 整 方 針 に な ろ う か と 思

います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    そうすると、よくわかってくるので、とにかく大井町は大

井町のとおり、上福岡市は上福 岡市のとおり。新市ができ た

ときには、どういう計画になる かわからないけれども、そ こ

でつくるのだと。ただ、その時期についてはというのが、こ

れは速やかというのが入っ ていないわけだから。ほ か は 入 っ

ていましたよね。だから、少な くとも速やかではないとい う

ふうに解釈してよろしいですか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    新 市 に お い て 作 成 す る 計 画 が 速 や か に つ く る か ど う か に

つきましても、これは新市において検討するべきものと考え

られますので、新市において十分検討するということになろ

うかと思います。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑭、協定

項 目 24、 清 掃 事 業 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、 お 諮 り し た い

と思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 
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会長（議長）  挙手多数であります。 

        そ れ で は 、 協 議 事 項 ⑭ の 協 定 項 目 24、 清 掃 事 業 の 取 扱 い

（案）につきましては、原案の とおり決定させていただき ま

す。 

        次に、協議事項⑮の協定項目26の①、電算システム事業 の

取扱い（案）について 協議いたします。 

        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務  局   それでは、協議会 資料95ページからですが、協定項目26

の①、電算システム事業の取扱いについてご説明をさせてい

ただきます。 

        資料の95ペ ー ジ 。 大 変 失 礼 い た し ま し た 。 95ペ ー ジ 二 つ

ご ざ い ま し て 、 申 し わ け ご ざ い ま せ ん 。 ２ 枚 目 の 95ペ ー ジ

なのですが、右側に課題がござ いますように、電算システ ム

の 統 合 に つ い て は 、 長 い 時 間 と 多 大 な 経 費 が 必 要 と な り ま

す。さらに、十分な準備と専門 的な検討も必要となり ます。

しかし、今までと同様のサービ スを提供するためには、電 算

システムの統一は必要不可 欠であるということから、調 整 方

針（案）といたしましては、住民生活に支障を来さないよう

合併時に統合を図りますが、合併時に必ずしも統合を要しな

い単独の電算処理システム 等につきましては、新市におきま

して調整をするとした ものでございます。 

        以上で、電算 システム事業の取扱いについての説明を 終了

いたします。よろしく お願いいたします。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑮の協定項目26の①、電算システム事業

の取扱い（案）について事務局 から説明がございました。資

料 と し て は 、 95ペ ー ジ が 二 つ あ り ま す の で 、 訂 正 を さ せ て

いただきたいと思いますが、ご質問、ご意見がありましたら 、

お伺いしたいと思います。 

        塚越委員。 

 

塚越委員    電算システムにつ いては、どこでも大きな課題になっ てい

るようなのですが、あえて聞き ますと、ＩＴ業界では合併 特

需という言葉があるぐらい、合併に伴っての仕事がたくさん

出てくるということなのです。課題問題点の中に、時間が か

かる上に、経費も必要となるの で、十分な準備と専門的な 検

討が必要となるということなの です。ただ、方針の中を見 る

と、住民生活に支障を来さぬよう合併時に統合を図るものと

すると、こうなっているのです。そうすると、今回、私は 反

対なのですけれども、急いで合併するというふうにタイムテ
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ー ブ ル つ く ら れ て い ま す の で 、 時 間 が か か る 上 に 経 費 も 必

要、それで合併時に統合すると、こう書いてあるのです。そ

うすると、課題問題点というのは本当に問題点だと思うので

す。経費がどのぐらいかかるのか、時間がかかるのか。全 国

でいろいろ合併している自 治体がありますので、そ う い う 事

例を引いてみて、現在どういう 見当をつけているのか、わ か

りましたらお答えください。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   電算システムの統 合につきましては、例えばこちらに ござ

いますように、住民生活に支障 があるもの、例えば住民記 録

ですとか、そういうものについ ては合併したときに、まだ 旧

の 住 所 で 出 る と 困 る と い う よ う な も の は 統 合 が 必 要 で あ る

ということで書かせていただい てございますが、この 調整、

この統合の中身につきましては、例えばどちらかの形に寄せ

るとか、あるいは新しいシステ ムを開発するとか、いろい ろ

な形がありまして、なかなか現段階でどちらになるというの

は、ここの協議会の中ではお話 ができないのかと思い ます。

今 後 十 分 担 当 の 方 で 詰 め て い く 必 要 が あ る の か な と い う と

ころかと思います。 

        参考までに、狭山市さんが試算、狭山市、入間市で試算を

さ せ て い た だ い た と い う こ と が ご ざ い ま す が 、 統 合 に 15億

円程度かかったというようなこ とは聞いております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員      入間市、狭山市、自治体規模が若干大きいですけれど

も、大変な金額がかかると思う のですけれども、これ も

直接かかる経費と間接経費と、そこもよく分析しなけ れ

ば な ら な い と 思 う の で す け れ ど も 、 電 算 関 係 と い う の

は、直接のソフト関係だけでは なくて、その周辺の問 題

も結構かかってくるものなのです。また、手間の問題も、

直接の手間と間接の手間と、こ うなってくるのですが 、

そういうことから見て、では上 福岡市、大井町に置き か

えた場合、経費的にどのぐらい になって、合併時に必 要

としない単独処理システム、これは新市において調整す

るといったときに、この時間的 な問題だとか、今後検 討

するというのだけれども、いつごろまでにどこがはっ き

りするのか。住基やなんかは合併時 までに何が何でも や

り切らなければならないという ことでしょうけれども 、
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住基以外の部分で単独処理 システムの部分の、そ の 辺 の

交 通 整 理 を も う ち ょ っ と 詳 し く お 話 し い た だ き た い と

思うのですが。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事  務  局    現 在 行 政 の 電 算 担 当 の 方 で 調 整 を 始 め る 段 階 で ご ざ い ま

すので、細々にわたっての、現 在では説明がちょっと難し い

ところでございます。 

        以上です。 

 

会長（議長）  塚越委員。 

 

塚越委員    今やっているとこ ろだというので、いつごろならその 辺が

説明できますか。 

 

会長（議長）  事務局、どうぞ。 

 

事 務 局   基本的には、電算 の統合については予算がかかる話に なる

かと思います。でございますの で、例えば補正予算なり当 初

予算の中で、各市町の議会の方で議決をいただくなり審議を

いただくことが必要となりますので、その段階で予算が上が

った段階であれば、ある程度の方針が出ている段階なのかな

と考えております。 

        以上です。 

 

会長（議長）  ほかにございますか。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  ないようでございますので、協議事項⑮の協定項目26の①

電算システム事業の取扱い（案）について、お諮りし ます。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑮の協定項目26の①、電算システム 事

業の取扱い（案）につきましては、原案のとおり決定させ て

いただきます。 

        次に、協議事項⑯の協定項目26の②、広報広聴関係事業 の

取扱い（案）について協議します。 
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        事務局、説明をお願いいたします。 

 

事  務 局   それでは、協議会資料の96ページからになりますが、本日

最 後 の 協 定 項 目 で ご ざ い ま す が 、 26番 の ② 番 、 広 報 広 聴 関

係事業の取扱いについてご説明 をさせていただきます。 

        97ページをごらんいただきますと、広報広聴事業の現況を

お示ししておりますが、これら の調整方針といたしま して、

①として、広報紙の発行は、現行と同様に月１回といたし ま

す。②として、その他の広報事 業は合併時に統合いたしま し

て、引き続き情報の提供に努め ることとします。③と して、

提案制度などの広聴事業は、合併後速やかに充実を図るもの

でございます。④として、相談業務についても、現行の業務

を実施できるよう調整をすると いうことでございます。 

        以上で、協定 項目の26の②番、広報広聴関係事業の取扱 い

についての説明を終了いたします。よろしくお願いいたし ま

す。 

 

会長（議長）  ただいま協議事項⑯の協定項目26の②、広報広聴関係事業

の取扱い（案）について、事務局から説明がありました 。資

料は96ページから101ページです。 

        ご質問、ご意見等がありましたら、発言をお願いいた しま

す。 

 

            〔「なし」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  それでは、ご意見がないようですので、協議事項⑯の協定

項 目 26の ② 、 広 報 広 聴 関 係 事 業 の 取 扱 い （ 案 ） に つ い て 、

お諮りしたいと思います。 

        原案に賛成と お考えの方は挙手をお 願いいたします。 

 

            〔挙手多数〕 

 

会長（議長）  挙手多数であります。 

        それでは、協議事項⑮の協定項目26の①、電算システム 事

業の取扱い（案）につきまして は原案のとおり決定させて い

ただきます。 

        以上で本日の協議事項は終了いたしました。 

        その他。 

 

            〔「広報広聴、間違った… …」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  協議事項⑯の協定項目26の②、広報広聴関係事業の取扱い
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（案）ですね。失礼いたしまし た。訂正させていただきま す 。 

        その他につい て、私の方からちょっとご提案を申し上 げた

いと思っておりますが、実は新市名の検討委員会の委員さん

についてということで、ちょっとお諮りしておきたいと思い

ますが、１点目は、新市名の検 討委員会の委員の選出につ い

てでありますけれども、新市名 検討委員会につきまし ては、

さきの第１回会議で委 員の構成が決まり、各市町から３号委

員と４号委員、それぞれ１名ずつ選出いただくことになりま

した。そこで、各市町において は関係者間でお話しをいた だ

き、向こう１週間以内に委員を選出いただきたいと思ってお

ります。それが１点目です。 

        それから、２点目、これは検討委員会の開催日の変更につ

いてであります。これも、さき の第１回会議で名称候補の 事前

審査を来年１月６日に予定させ ていただいたところですが 、会

場等の都合で１月５日、水曜日に変更させていただきたいとい

う こ と で あ り ま す 。 な お 、 １ 月 ５ 日 、 水 曜 日 は 午 前 10時 か ら

大井町役場第２庁舎で 予定しております。 

        以上２点につ いてご了解をいただきたいと思いますが 、よ

ろしいでしょうか。 

 

            〔「はい」と言う人あり〕 

 

会長（議長）  あり がとうございます。 

        では、この件につきましては、そのように取扱いをさせて

いただきたいと思います。 

        以上で本日の協議事項はすべて 終了しました。 

        そのほかにつ きましては、議事進行に対するご意見等 があ

るかと思いますが、大変長時間にわたりましてありがとうご

ざいました。 

        先 ほ ど 鈴 木 委 員 の 発 言 を 私 は 意 見 と い う こ と を 拒 否 い た

しましたが、毎回、質問あるい は意見がございますかとい う

ことで申し上げておりますので、その３回の中で意見を申し

述べていただきたいと思います。 

        以上であります。 

        大変ご苦労さまでございました。 

 

事 務 局   大変ありがとうございました。 

        それでは、以上をもちまして上福岡市・大井町法定合併協

議会の第２回会議を終了さ せていただきます。 

        なお、次回の会議資料は、この後、20日に向けた調整を行

いまして、その上でお渡しした いと思います。よろしくお 願

いいたします。 
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        長時間にわた りましてありがとうございました。お帰 りの

際は、恐れ入りますが、名札や 傍聴券を出口にて係員にお 渡

し い た だ き た い と 思 い ま す 。 大 変 お 疲 れ さ ま で ご ざ い ま し

た。 

 

午後４時４７分閉会 

 


